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〔
法
規
的
告
示
〕

〇
ボ
イ
ラ
ー
構
造
規
格
等
の
一
部
を
改
正
す

る
告
示
（
厚
生
労
働
二
九
一
）

〔
そ
の
他
告
示
〕

〇
国
債
の
発
行
等
に
関
す
る
省
令
第
五
条
第

十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
発
行
し
た
利
付

国
債
の
発
行
条
件
等
を
告
示

（
財
務
二
八
四
〜
二
九
一
）

〇
国
債
の
発
行
等
に
関
す
る
省
令
第
六
条
第

十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
発
行
し
た
利
付

国
債
の
発
行
条
件
等
を
告
示

（
同
二
九
二
〜
二
九
四
）

〇
個
人
向
け
国
債
の
発
行
等
に
関
す
る
省
令

第
四
条
第
十
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
発
行

し
た
個
人
向
け
国
債
の
発
行
条
件
等
を
告

示
（
同
二
九
五
〜
二
九
七
）

〔
公

告
〕

諸
事
項

官
庁犯

罪
被
害
財
産
支
給
手
続
開
始
決
定
関
係

裁
判
所

破
産
、
免
責
、
再
生
関
係

特
殊
法
人
等

独
立
行
政
法
人
国
立
美
術
館
令
和
六
事
業

年
度
財
務
諸
表
、
独
立
行
政
法
人
都
市
再

生
機
構
、
Ｅ
Ｔ
Ｃ
シ
ス
テ
ム
利
用
規
程
の

改
正
（
東
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
・
首

都
高
速
道
路
株
式
会
社
・
中
日
本
高
速
道

路
株
式
会
社
・
西
日
本
高
速
道
路
株
式
会

社
・
阪
神
高
速
道
路
株
式
会
社
・
本
州
四

国
連
絡
高
速
道
路
株
式
会
社
）、
料
金
の

額
及
び
徴
収
期
間
の
変
更
（
中
日
本
高
速

道
路
株
式
会
社
・
首
都
高
速
道
路
株
式
会

社
・
阪
神
高
速
道
路
株
式
会
社
）
関
係

地
方
公
共
団
体

農
業
協
同
組
合
法
第
六
十
四
条
の
二
の
届

出
関
係

会
社
そ
の
他

会
社
決
算
公
告

〇
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
九
十
一
号

労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三
十
七
条
第
二
項
、
第
四
十
二
条
及
び
第
百
十
三
条
の

規
定
に
基
づ
き
、
ボ
イ
ラ
ー
構
造
規
格
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
一
月
七
日

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎





ボ
イ
ラ
ー
構
造
規
格
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

（
ボ
イ
ラ
ー
構
造
規
格
の
一
部
改
正
）

第
一
条

ボ
イ
ラ
ー
構
造
規
格
（
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
九
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
材
料
の
使
用
制
限
）

（
材
料
の
使
用
制
限
）

第
二
条

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
材
料
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
ボ
イ
ラ
ー
又
は
ボ
イ
ラ
ー
の
圧

力
を
受
け
る
部
分
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
条

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
材
料
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
ボ
イ
ラ
ー
又
は
ボ
イ
ラ
ー
の
圧

力
を
受
け
る
部
分
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

材

料

ボ
イ
ラ
ー
又
は
ボ
イ
ラ
ー
の
圧
力
を
受
け
る
部
分

材

料

ボ
イ
ラ
ー
又
は
ボ
イ
ラ
ー
の
圧
力
を
受
け
る
部
分

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

日
本
産
業
規
格
Ｇ
三
四
五
四
（
圧
力
配
管
用
炭

素
鋼
鋼
管
）、
日
本
産
業
規
格
Ｇ
三
四
五
五（
高

圧
配
管
用
炭
素
鋼
鋼
管
）、
日
本
産
業
規
格
Ｇ

三
四
五
六
（
高
温
配
管
用
炭
素
鋼
鋼
管
）、
日

本
産
業
規
格
Ｇ
三
四
五
八
（
配
管
用
合
金
鋼
鋼

管
）
及
び
日
本
産
業
規
格
Ｇ
三
四
五
九
（
配
管

用
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
鋼
管
）
並
び
に
こ
れ
ら
と
同

等
以
下
の
機
械
的
性
質
を
有
す
る
も
の

（
略
）

日
本
産
業
規
格
Ｇ
三
四
五
四
（
圧
力
配
管
用
炭

素
鋼
鋼
管
）、
日
本
産
業
規
格
Ｇ
三
四
五
五（
高

圧
配
管
用
炭
素
鋼
鋼
管
）、
日
本
産
業
規
格
Ｇ

三
四
五
六
（
高
温
配
管
用
炭
素
鋼
鋼
管
）、
日

本
産
業
規
格
Ｇ
三
四
五
八
（
配
管
用
合
金
鋼
鋼

管
）
及
び
日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
四
五
九
（
配
管

用
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
管
）
並
び
に
こ
れ
ら
と
同
等

以
下
の
機
械
的
性
質
を
有
す
る
も
の

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

日
本
産
業
規
格
Ｇ
三
二
一
四
（
圧
力
容
器
用
ス

テ
ン
レ
ス
鋼
鍛
鋼
品
）、
日
本
産
業
規
格
Ｇ
三

四
五
九
（
配
管
用
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
鋼
管
）、
日

本
産
業
規
格
Ｇ
三
四
六
三
（
ボ
イ
ラ
・
熱
交
換

器
用
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
鋼
管
）、
日
本
産
業
規
格

Ｇ
四
三
〇
三
（
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
棒
）、
日
本
産

業
規
格
Ｇ
四
三
〇
四
（
熱
間
圧
延
ス
テ
ン
レ
ス

鋼
板
及
び
鋼
帯
）、
日
本
産
業
規
格
Ｇ
四
三
〇

五
（
冷
間
圧
延
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
板
及
び
鋼
帯
）

及
び
日
本
産
業
規
格
Ｇ
五
一
二
一
（
ス
テ
ン
レ

ス
鋼
鋳
鋼
品
）
に
定
め
る
オ
ー
ス
テ
ナ
イ
ト
系

ス
テ
ン
レ
ス
鋼
並
び
に
こ
れ
ら
と
同
等
以
下
の

機
械
的
性
質
を
有
す
る
も
の

火
炎
の
触
れ
る
部
分
（
ボ
イ
ラ
ー
水
が
蒸
発
す
る
部
分

に
限
る
。）

日
本
産
業
規
格
Ｇ
四
三
〇
三
（
ス
テ
ン
レ
ス
鋼

棒
）、
日
本
産
業
規
格
Ｇ
四
三
〇
四
（
熱
間
圧

延
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
板
及
び
鋼
帯
）
及
び
日
本
産

業
規
格
Ｇ
四
三
〇
五
（
冷
間
圧
延
ス
テ
ン
レ
ス

鋼
板
及
び
鋼
帯
）
並
び
に
こ
れ
ら
と
同
等
以
下

の
機
械
的
性
質
を
有
す
る
も
の

節
炭
器
の
管
寄
せ
で
あ
っ
て
火
炎
に
触
れ
な
い
部
分
以

外
の
部
分

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

日
本
産
業
規
格
Ｇ
五
五
〇
二
（
球
状
黒
鉛
鋳
鉄

品
）、
日
本
産
業
規
格
Ｇ
五
七
〇
五
（
可
鍛
鋳

鉄
品
）
に
定
め
る
黒
心
可
鍛
鋳
鉄
品
並
び
に
日

本
産
業
規
格
Ｂ
八
二
四
〇
（
冷
凍
用
圧
力
容
器

の
構
造
）
の
附
属
書
Ａ
に
定
め
る
ダ
ク
タ
イ
ル

鉄
鋳
造
品
及
び
同
規
格
附
属
書
Ｂ
に
定
め
る
マ

レ
ア
ブ
ル
鉄
鋳
造
品
並
び
に
こ
れ
ら
と
同
等
以

下
の
機
械
的
性
質
を
有
す
る
も
の

（
略
）

日
本
産
業
規
格
Ｇ
五
五
〇
二
（
球
状
黒
鉛
鋳
鉄

品
）、
日
本
産
業
規
格
Ｇ
五
七
〇
五
（
可
鍛
鋳

鉄
品
）
に
定
め
る
黒
心
可
鍛
鋳
鉄
品
並
び
に
日

本
工
業
規
格
Ｂ
八
二
七
〇
（
圧
力
容
器
（
基
盤

規
格
））の
附
属
書
五
に
定
め
る
ダ
ク
タ
イ
ル
鉄

鋳
造
品
及
び
マ
レ
ア
ブ
ル
鉄
鋳
造
品
並
び
に
こ

れ
ら
と
同
等
以
下
の
機
械
的
性
質
を
有
す
る
も

の

（
略
）
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日
本
産
業
規
格
Ｈ
三
三
〇
〇
（
銅
及
び
銅
合
金

の
継
目
無
管
）
及
び
こ
れ
と
同
等
以
下
の
機
械

的
性
質
を
有
す
る
も
の

（
略
）

日
本
工
業
規
格
Ｈ
三
三
〇
〇
（
銅
及
び
銅
合
金

の
継
目
無
管
）
及
び
こ
れ
と
同
等
以
下
の
機
械

的
性
質
を
有
す
る
も
の

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
材
料
の
許
容
引
張
応
力
）

（
材
料
の
許
容
引
張
応
力
）

第
三
条

材
料
（
鋳
造
品
を
除
く
。）の
許
容
引
張
応
力
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
三
条

材
料
（
鋳
造
品
を
除
く
。）の
許
容
引
張
応
力
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

鉄
鋼
材
料
及
び
非
鉄
金
属
材
料
の
許
容
引
張
応
力
は
、
次
に
掲
げ
る
値
の
う
ち
最
小
の
も
の
と
す
る
。

一

鉄
鋼
材
料
及
び
非
鉄
金
属
材
料
の
許
容
引
張
応
力
は
、
次
に
掲
げ
る
値
の
う
ち
最
小
の
も
の
と
す
る
。

イ

常
温
に
お
け
る
引
張
強
さ
の
最
小
値
の
三
・
五
分
の
一

イ

常
温
に
お
け
る
引
張
強
さ
の
最
小
値
の
四
分
の
一

ロ

材
料
の
使
用
温
度
に
お
け
る
引
張
強
さ
の
三
・
五
分
の
一

ロ

材
料
の
使
用
温
度
に
お
け
る
引
張
強
さ
の
四
分
の
一

ハ
・
ニ

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
フ
ラ
ン
ジ
）

（
フ
ラ
ン
ジ
）

第
四
十
条

フ
ラ
ン
ジ
は
、
そ
の
種
類
に
応
じ
、
日
本
産
業
規
格
Ｂ
二
二
二
〇
（
鋼
製
管
フ
ラ
ン
ジ
）
若
し
く
は

日
本
産
業
規
格
Ｂ
二
二
三
九
（
鋳
鉄
製
管
フ
ラ
ン
ジ
）
に
適
合
し
た
も
の
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
機
械
的

性
質
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
条

フ
ラ
ン
ジ
は
、
そ
の
種
類
に
応
じ
、
日
本
工
業
規
格
Ｂ
二
二
二
〇
（
鋼
製
溶
接
式
管
フ
ラ
ン
ジ
）、

日
本
工
業
規
格
Ｂ
二
二
三
八
（
鋼
製
管
フ
ラ
ン
ジ
通
則
）
若
し
く
は
日
本
工
業
規
格
Ｂ
二
二
三
九
（
鋳
鉄
製
管

フ
ラ
ン
ジ
通
則
）
に
適
合
し
た
も
の
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
機
械
的
性
質
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２

圧
力
を
受
け
る
フ
ラ
ン
ジ
そ
の
他
の
も
の
を
植
込
み
ボ
ル
ト
を
用
い
て
胴
又
は
鏡
板
に
取
り
付
け
る
場
合
に

は
、
取
付
部
が
安
全
上
必
要
な
強
度
を
有
す
る
よ
う
な
ね
じ
込
み
の
長
さ
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

圧
力
を
受
け
る
フ
ラ
ン
ジ
そ
の
他
の
も
の
を
植
ね
じ
を
用
い
て
胴
又
は
鏡
板
に
取
り
付
け
る
場
合
に
は
、
取

付
部
が
安
全
上
必
要
な
強
度
を
有
す
る
よ
う
な
ね
じ
込
み
の
長
さ
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
章

工
作
及
び
水
圧
試
験

第
三
章

工
作
及
び
水
圧
試
験

第
一
節

工
作

第
一
節

溶
接

（
適
用
範
囲
）

（
適
用
範
囲
）

第
四
十
二
条

ボ
イ
ラ
ー
の
圧
力
を
受
け
る
部
分
の
工
作
は
、
こ
の
節
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
圧
縮
応
力
以
外
に
応
力
を
生
じ
な
い
部
分
の
工
作
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
四
十
二
条

ボ
イ
ラ
ー
の
圧
力
を
受
け
る
部
分
の
溶
接
は
、
こ
の
節
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
圧
縮
応
力
以
外
に
応
力
を
生
じ
な
い
部
分
の
溶
接
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
熱
処
理
）

（
溶
接
後
熱
処
理
）

第
四
十
六
条

（
略
）

第
四
十
六
条

（
略
）

２

溶
接
後
熱
処
理
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｂ
八
二
六
七
（
圧
力
容
器
の
設
計
）
又
は
こ
れ
と
同
等
と
認
め
ら
れ
る

規
格
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
日
本
産
業
規
格
等
」
と
い
う
。）に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
炉
内
で
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
胴
、
管
寄
せ
、
管
等
の
周
継
手
等
局
部
加
熱
の
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
と

認
め
ら
れ
る
溶
接
部
の
溶
接
後
熱
処
理
は
、
局
部
加
熱
の
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。こ
の
場
合
に
お
い
て
、

当
該
日
本
産
業
規
格
等
に
定
め
ら
れ
た
保
持
温
度
又
は
保
持
時
間
を
低
減
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
現
場

溶
接
、
使
用
材
料
及
び
構
造
等
に
よ
り
当
該
日
本
産
業
規
格
等
に
定
め
る
保
持
温
度
及
び
保
持
時
間
で
当
該
溶

接
後
熱
処
理
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
場
合
又
は
適
当
で
な
い
場
合
に
限
る
も
の
と
す
る
。

２

溶
接
後
熱
処
理
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｚ
三
七
〇
〇
（
溶
接
後
熱
処
理
方
法
）
又
は
こ
れ
と
同
等
と
認
め
ら
れ

る
規
格
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
日
本
産
業
規
格
等
」
と
い
う
。）に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
炉
内
で
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
胴
、
管
寄
せ
、
管
等
の
周
継
手
等
局
部
加
熱
の
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る

と
認
め
ら
れ
る
溶
接
部
の
溶
接
後
熱
処
理
は
、
局
部
加
熱
の
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
当
該
日
本
産
業
規
格
等
に
定
め
ら
れ
た
保
持
温
度
又
は
保
持
時
間
を
低
減
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、

現
場
溶
接
、
使
用
材
料
及
び
構
造
等
に
よ
り
当
該
日
本
産
業
規
格
等
に
定
め
る
保
持
温
度
及
び
保
持
時
間
で
当

該
溶
接
後
熱
処
理
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
場
合
又
は
適
当
で
な
い
場
合
に
限
る
も
の
と
す
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

第
四
十
六
条
の
二

曲
げ
加
工
又
は
成
形
加
工
を
行
っ
た
部
分
（
圧
力
を
受
け
る
部
分
に
限
る
。）は
、
日
本
産
業

規
格
Ｂ
八
二
〇
一
（
陸
用
鋼
製
ボ
イ
ラ

構
造
）
又
は
こ
れ
と
同
等
と
認
め
ら
れ
る
規
格
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
熱
処
理
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

（
機
械
試
験
の
種
類
等
）

（
機
械
試
験
の
種
類
等
）

第
五
十
条

（
略
）

第
五
十
条

（
略
）

２

機
械
試
験
に
お
け
る
試
験
片
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｂ
八
二
六
七
（
圧
力
容
器
の
設
計
）
の
附
属
書
Ｏ
又
は
こ

れ
と
同
等
と
認
め
ら
れ
る
規
格
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
採
取
し
、
そ
の
数
は
機
械
試
験
の
種
類
ご
と
に
一
と

す
る
。

２

機
械
試
験
に
お
け
る
試
験
片
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｂ
八
二
六
五
（
圧
力
容
器
の
構
造

一
般
事
項
）
の
附
属

書
十
一
又
は
こ
れ
と
同
等
と
認
め
ら
れ
る
規
格
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
採
取
し
、
そ
の
数
は
機
械
試
験
の
種

類
ご
と
に
一
と
す
る
。
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第
六
十
一
条

ボ
イ
ラ
ー
は
、
最
高
使
用
圧
力
の
一
・
三
倍
の
圧
力
（
そ
の
値
が
〇
・
二
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
未
満
の

と
き
は
、
〇
・
二
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）
に
よ
り
水
圧
試
験
を
行
っ
て
異
状
の
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
一
条

ボ
イ
ラ
ー
は
、
最
高
使
用
圧
力
の
一
・
五
倍
の
圧
力
（
そ
の
値
が
〇
・
二
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
未
満
の

と
き
は
、
〇
・
二
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）
に
よ
り
水
圧
試
験
を
行
っ
て
異
状
の
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

次
の
各
号
に
掲
げ
る
ボ
イ
ラ
ー
の
部
分
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
圧
力
に
よ
り
水
圧
試
験
を
行
っ

て
異
状
の
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
号
の
水
圧
試
験
は
、
穴
あ
け
す
る

も
の
に
あ
っ
て
は
、
穴
あ
け
前
に
行
う
も
の
と
し
、
か
つ
、
当
該
水
圧
試
験
圧
力
が
前
項
に
規
定
す
る
圧
力
よ

り
小
さ
い
場
合
に
は
、
同
項
に
規
定
す
る
圧
力
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

３

次
の
各
号
に
掲
げ
る
ボ
イ
ラ
ー
の
部
分
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
圧
力
に
よ
り
水
圧
試
験
を
行
っ

て
異
状
の
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
号
の
水
圧
試
験
は
、
穴
あ
け
す
る

も
の
に
あ
っ
て
は
、
穴
あ
け
前
に
行
う
も
の
と
し
、
か
つ
、
当
該
水
圧
試
験
圧
力
が
前
項
に
規
定
す
る
圧
力
よ

り
小
さ
い
場
合
に
は
、
同
項
に
規
定
す
る
圧
力
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一

水
管
ボ
イ
ラ
ー
の
溶
接
部
品

最
高
使
用
圧
力
の
一
・
三
倍
の
圧
力

一

水
管
ボ
イ
ラ
ー
の
溶
接
部
品

最
高
使
用
圧
力
の
一
・
五
倍
の
圧
力

二

（
略
）

二

（
略
）

４

前
項
第
一
号
の
水
圧
試
験
は
、
ボ
イ
ラ
ー
の
組
立
て
後
、
溶
接
部
に
つ
い
て
放
射
線
検
査
又
は
超
音
波
探
傷

試
験
が
実
施
で
き
、
か
つ
、
当
該
溶
接
部
の
補
修
が
可
能
で
あ
る
場
合
に
は
、
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

前
項
第
一
号
の
水
圧
試
験
は
、
ボ
イ
ラ
ー
の
組
立
て
後
、
溶
接
部
に
つ
い
て
放
射
線
検
査
又
は
超
音
波
探
傷

試
験
が
実
施
で
き
、
か
つ
、
当
該
溶
接
部
の
補
修
が
可
能
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
水
圧
試
験
を
省
略
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
銘
板
）

（
銘
板
）

第
六
十
四
条

最
高
使
用
圧
力
が
〇
・
一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
を
超
え
る
蒸
気
ボ
イ
ラ
ー
に
備
え
る
リ
フ
ト
が
弁
座
口

の
径
の
十
五
分
の
一
以
上
の
揚
程
式
安
全
弁
及
び
全
量
式
安
全
弁
（
次
項
に
お
い
て
「
揚
程
式
安
全
弁
等
」
と

い
う
。）は
、
そ
の
材
料
及
び
構
造
が
日
本
産
業
規
格
Ｂ
八
二
一
〇
（
安
全
弁
）
に
適
合
し
た
も
の
又
は
こ
れ
と

同
等
以
上
の
機
械
的
性
質
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
四
条

最
高
使
用
圧
力
が
〇
・
一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
を
超
え
る
蒸
気
ボ
イ
ラ
ー
に
備
え
る
リ
フ
ト
が
弁
座
口

の
径
の
十
五
分
の
一
以
上
の
揚
程
式
安
全
弁
及
び
全
量
式
安
全
弁
（
次
項
に
お
い
て
「
揚
程
式
安
全
弁
等
」
と

い
う
。）は
、
そ
の
材
料
及
び
構
造
が
日
本
工
業
規
格
Ｂ
八
二
一
〇
（
蒸
気
用
及
び
ガ
ス
用
ば
ね
安
全
弁
）
に
適

合
し
た
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
機
械
的
性
質
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
圧
力
計
）

（
圧
力
計
）

第
六
十
六
条

蒸
気
ボ
イ
ラ
ー
の
蒸
気
部
、
水
柱
管
又
は
水
柱
管
に
至
る
蒸
気
側
連
絡
管
に
は
、
次
の
各
号
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
指
示
値
を
確
実
に
確
認
で
き
る
圧
力
計
（
最
大
指
示
値
が
最
高
使
用
圧
力
の
一
・
五
倍

以
上
三
倍
以
下
の
圧
力
で
あ
る
も
の
に
限
る
。）を
取
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
六
条

蒸
気
ボ
イ
ラ
ー
の
蒸
気
部
、
水
柱
管
又
は
水
柱
管
に
至
る
蒸
気
側
連
絡
管
に
は
、
次
の
各
号
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
圧
力
計
を
取
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

（
削
る
）

四

圧
力
計
の
目
盛
盤
の
最
大
指
度
は
、
最
高
使
用
圧
力
の
一
・
五
倍
以
上
三
倍
以
下
の
圧
力
を
示
す
指
度
と

す
る
こ
と
。

（
削
る
）

五

圧
力
計
の
目
盛
盤
の
径
は
、
目
盛
り
を
確
実
に
確
認
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２

前
項
の
圧
力
計
は
、
停
電
の
場
合
に
お
い
て
も
有
効
に
機
能
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

（
温
水
ボ
イ
ラ
ー
の
水
高
計
）

（
温
水
ボ
イ
ラ
ー
の
水
高
計
）

第
六
十
七
条

温
水
ボ
イ
ラ
ー
に
は
、
ボ
イ
ラ
ー
本
体
又
は
温
水
の
出
口
付
近
に
、
コ
ッ
ク
又
は
弁
の
開
閉
状
況

を
容
易
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
水
高
計
（
最
大
指
示
値
が
最
高
使
用
圧
力
の
一
・
五
倍
以
上
三
倍
以
下

の
圧
力
で
あ
る
も
の
に
限
る
。）を
取
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
水
高
計
に
代
え
て
圧
力
計
を
取

り
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
十
七
条

温
水
ボ
イ
ラ
ー
に
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
ボ
イ
ラ
ー
本
体
又
は
温
水
の
出
口

付
近
に
水
高
計
を
取
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
水
高
計
に
代
え
て
圧
力
計
を
取
り
付
け
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
削
る
）

一

コ
ッ
ク
又
は
弁
の
開
閉
状
況
を
容
易
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

（
削
る
）

二

水
高
計
の
目
盛
盤
の
最
大
指
度
は
、
最
高
使
用
圧
力
の
一
・
五
倍
以
上
三
倍
以
下
の
圧
力
を
示
す
指
度
と

す
る
こ
と
。

（
ガ
ラ
ス
水
面
計
）

（
ガ
ラ
ス
水
面
計
）

第
六
十
九
条

蒸
気
ボ
イ
ラ
ー
（
貫
流
ボ
イ
ラ
ー（
多
管
式
貫
流
ボ
イ
ラ
ー
を
除
く
。）を
除
く
。）に
は
、ボ
イ
ラ
ー

本
体
又
は
水
柱
管
に
、
ガ
ラ
ス
水
面
計
を
二
個
（
多
管
式
貫
流
ボ
イ
ラ
ー
に
あ
っ
て
は
一
個
）
以
上
取
り
付
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
蒸
気
ボ
イ
ラ
ー
（
多
管
式
貫
流
ボ
イ
ラ
ー
を
除
く
。）に

あ
っ
て
は
、
そ
の
う
ち
の
一
個
を
ガ
ラ
ス
水
面
計
で
な
い
水
面
測
定
装
置
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
十
九
条

蒸
気
ボ
イ
ラ
ー
（
貫
流
ボ
イ
ラ
ー
を
除
く
。）に
は
、
ボ
イ
ラ
ー
本
体
又
は
水
柱
管
に
、
ガ
ラ
ス
水

面
計
を
二
個
以
上
取
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
蒸
気
ボ
イ
ラ
ー
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
う
ち
の
一
個
を
ガ
ラ
ス
水
面
計
で
な
い
水
面
測
定
装
置
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）
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（
吹
出
し
管
及
び
吹
出
し
弁
の
大
き
さ
と
数
）

（
吹
出
し
管
及
び
吹
出
し
弁
の
大
き
さ
と
数
）

第
七
十
八
条

蒸
気
ボ
イ
ラ
ー
（
貫
流
ボ
イ
ラ
ー
（
多
管
式
貫
流
ボ
イ
ラ
ー
を
除
く
。）を
除
く
。）に
は
、
ス
ケ
ー

ル
そ
の
他
の
沈
殿
物
を
排
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
吹
出
し
管
で
あ
っ
て
吹
出
し
弁
又
は
吹
出
し
コ
ッ
ク
を
取
り

付
け
た
も
の
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
十
八
条

蒸
気
ボ
イ
ラ
ー
（
貫
流
ボ
イ
ラ
ー
を
除
く
。）に
は
、
ス
ケ
ー
ル
そ
の
他
の
沈
殿
物
を
排
出
す
る
こ

と
が
で
き
る
吹
出
し
管
で
あ
っ
て
吹
出
し
弁
又
は
吹
出
し
コ
ッ
ク
を
取
り
付
け
た
も
の
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２

前
項
の
吹
出
し
弁
及
び
吹
出
し
コ
ッ
ク
の
数
並
び
に
吹
出
し
管
の
設
置
方
法
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｂ
八
二
〇

一
（
陸
用
鋼
製
ボ
イ
ラ

構
造
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

最
高
使
用
圧
力
一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
上
の
蒸
気
ボ
イ
ラ
ー（
移
動
式
ボ
イ
ラ
ー
を
除
く
。）の
吹
出
し
管
に
は
、

吹
出
し
弁
を
二
個
以
上
又
は
吹
出
し
弁
と
吹
出
し
コ
ッ
ク
を
そ
れ
ぞ
れ
一
個
以
上
直
列
に
取
り
付
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
削
る
）

３

二
以
上
の
蒸
気
ボ
イ
ラ
ー
の
吹
出
し
管
は
、ボ
イ
ラ
ー
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
鋳
鉄
製
ボ
イ
ラ
ー
の
制
限
）

（
鋳
鉄
製
ボ
イ
ラ
ー
の
制
限
）

第
八
十
八
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
蒸
気
ボ
イ
ラ
ー
又
は
温
水
ボ
イ
ラ
ー
は
、
鋳
鉄
製
と
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
八
十
八
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
蒸
気
ボ
イ
ラ
ー
又
は
温
水
ボ
イ
ラ
ー
は
、
鋳
鉄
製
と
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

圧
力
〇
・
五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
（
日
本
産
業
規
格
Ｂ
八
二
〇
三
（
鋳
鉄
ボ
イ
ラ

構
造
）
又
は
こ
れ
と
同
等

と
認
め
ら
れ
る
規
格
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
破
壊
試
験
を
行
い
、
当
該
試
験
の
結
果
に
基
づ
き
最
高
使

用
圧
力
を
算
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
ま
で
）
を
超
え
る
温
水
ボ
イ
ラ
ー

二

圧
力
〇
・
五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
（
日
本
産
業
規
格
Ｂ
八
二
〇
三
（
鋳
鉄
ボ
イ
ラ
ー
構
造
）
又
は
こ
れ
と
同
等

と
認
め
ら
れ
る
規
格
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
破
壊
試
験
を
行
い
、
当
該
試
験
の
結
果
に
基
づ
き
最
高
使

用
圧
力
を
算
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
ま
で
）
を
超
え
る
温
水
ボ
イ
ラ
ー

三

（
略
）

三

（
略
）

（
圧
力
計
、
水
高
計
及
び
温
度
計
）

（
圧
力
計
、
水
高
計
及
び
温
度
計
）

第
九
十
六
条

（
略
）

第
九
十
六
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
六
十
六
条
の
規
定
は
蒸
気
ボ
イ
ラ
ー
の
圧
力
計
（
前
項
た
だ
し
書
の
圧
力
計
を
除
く
。）に
つ
い
て
、
第
六

十
七
条
の
規
定
は
温
水
ボ
イ
ラ
ー
の
水
高
計
及
び
前
項
た
だ
し
書
の
圧
力
計
に
つ
い
て
、
第
六
十
八
条
第
二
項

の
規
定
は
温
水
ボ
イ
ラ
ー
の
温
度
計
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

第
六
十
六
条
（
第
五
号
を
除
く
。）の
規
定
は
蒸
気
ボ
イ
ラ
ー
の
圧
力
計
に
つ
い
て
、
第
六
十
七
条
の
規
定
は

温
水
ボ
イ
ラ
ー
の
水
高
計
に
つ
い
て
、
第
六
十
八
条
第
二
項
の
規
定
は
温
水
ボ
イ
ラ
ー
の
温
度
計
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

（
圧
力
容
器
構
造
規
格
の
一
部
改
正
）

第
二
条

圧
力
容
器
構
造
規
格
（
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
九
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
材
料
の
許
容
引
張
応
力
）

（
材
料
の
許
容
引
張
応
力
）

第
三
条

材
料
（
鋳
造
品
を
除
く
。）の
許
容
引
張
応
力
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
三
条

材
料
（
鋳
造
品
を
除
く
。）の
許
容
引
張
応
力
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

鉄
鋼
材
料
及
び
非
鉄
金
属
材
料
の
許
容
引
張
応
力
は
、
次
に
掲
げ
る
値
の
う
ち
最
小
の
も
の
と
す
る
。

一

鉄
鋼
材
料
及
び
非
鉄
金
属
材
料
の
許
容
引
張
応
力
は
、
次
に
掲
げ
る
値
の
う
ち
最
小
の
も
の
と
す
る
。

イ

常
温
に
お
け
る
引
張
強
さ
の
最
小
値
の
三
・
五
分
の
一

イ

常
温
に
お
け
る
引
張
強
さ
の
最
小
値
の
四
分
の
一

ロ

材
料
の
使
用
温
度
に
お
け
る
引
張
強
さ
の
三
・
五
分
の
一

ロ

材
料
の
使
用
温
度
に
お
け
る
引
張
強
さ
の
四
分
の
一

ハ
・
ニ

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
材
料
の
許
容
圧
縮
応
力
）

（
材
料
の
許
容
圧
縮
応
力
）

第
六
条

材
料
（
鋳
鉄
を
除
く
。）の
許
容
圧
縮
応
力
は
、
許
容
引
張
応
力
又
は
許
容
座
屈
応
力
の
う
ち
、
い
ず
れ

か
小
さ
い
値
に
等
し
い
値
と
す
る
。

第
六
条

材
料
（
鋳
鉄
を
除
く
。）の
許
容
圧
縮
応
力
は
、
許
容
引
張
応
力
に
等
し
い
値
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
板
の
厚
さ
）

（
板
の
厚
さ
）

第
十
条

胴
そ
の
他
圧
力
を
受
け
る
部
分
に
使
用
す
る
板
の
厚
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｂ
八
二
六
七
（
圧
力
容
器

の
設
計
）
又
は
こ
れ
と
同
等
と
認
め
ら
れ
る
規
格
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
条

胴
そ
の
他
圧
力
を
受
け
る
部
分
に
使
用
す
る
板
の
厚
さ
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
板
の
種
類
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
各
号
に
掲
げ
る
厚
さ
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
削
る
）

一

炭
素
鋼
鋼
板
及
び
低
合
金
鋼
鋼
板

二
・
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上

（
削
る
）

二

高
合
金
鋼
鋼
板
及
び
非
鉄
金
属
板

一
・
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
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（
フ
ラ
ン
ジ
）

（
フ
ラ
ン
ジ
）

第
三
十
六
条

フ
ラ
ン
ジ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｂ
八
二
六
七
（
圧
力
容
器
の
設
計
）
に
適
合
し
た
も
の
又
は
こ
れ

と
同
等
以
上
の
機
械
的
性
質
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
六
条

胴
フ
ラ
ン
ジ
は
、
そ
の
種
類
に
応
じ
、
日
本
産
業
規
格
Ｂ
二
二
二
〇
（
鋼
製
管
フ
ラ
ン
ジ
）、
日

本
産
業
規
格
Ｂ
二
二
三
九
（
鋳
鉄
製
管
フ
ラ
ン
ジ
）、
日
本
産
業
規
格
Ｂ
二
二
四
〇
（
銅
合
金
製
管
フ
ラ
ン
ジ
）

若
し
く
は
日
本
産
業
規
格
Ｂ
二
二
四
一
（
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
製
管
フ
ラ
ン
ジ
）
に
適
合
し
た
も
の
又
は
こ
れ

ら
と
同
等
以
上
の
機
械
的
性
質
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
日
本
産
業
規
格
Ｂ
二
二
二

〇
、
日
本
産
業
規
格
Ｂ
二
二
三
九
、
日
本
産
業
規
格
Ｂ
二
二
四
〇
及
び
日
本
産
業
規
格
Ｂ
二
二
四
一
に
お
け
る

呼
び
圧
力
を
超
え
る
圧
力
に
は
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
削
る
）

２

胴
フ
ラ
ン
ジ
以
外
の
フ
ラ
ン
ジ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｂ
二
二
二
〇
（
鋼
製
管
フ
ラ
ン
ジ
）、
日
本
産
業
規
格

Ｂ
二
二
三
九
（
鋳
鉄
製
管
フ
ラ
ン
ジ
）、
日
本
産
業
規
格
Ｂ
二
二
四
〇
（
銅
合
金
製
管
フ
ラ
ン
ジ
）
若
し
く
は

日
本
産
業
規
格
Ｂ
二
二
四
一
（
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
製
管
フ
ラ
ン
ジ
）
に
適
合
し
た
も
の
又
は
こ
れ
ら
と
同
等

以
上
の
機
械
的
性
質
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
章

工
作
及
び
水
圧
試
験

第
三
章

工
作
及
び
水
圧
試
験

第
一
節

工
作

第
一
節

溶
接

（
適
用
範
囲
）

（
適
用
範
囲
）

第
三
十
九
条

第
一
種
圧
力
容
器
の
圧
力
を
受
け
る
部
分
の
工
作
は
、
こ
の
節
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
圧
縮
応
力
以
外
に
応
力
を
生
じ
な
い
部
分
の
工
作
に
つ
い
て
は
、こ
の
限
り
で
な
い
。

第
三
十
九
条

第
一
種
圧
力
容
器
の
圧
力
を
受
け
る
部
分
の
溶
接
は
、
こ
の
節
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
圧
縮
応
力
以
外
に
応
力
を
生
じ
な
い
部
分
の
溶
接
に
つ
い
て
は
、こ
の
限
り
で
な
い
。

（
溶
接
継
手
の
効
率
）

（
溶
接
継
手
の
効
率
）

第
四
十
二
条

（
略
）

第
四
十
二
条

（
略
）

２

前
項
の
溶
接
継
手
の
効
率
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
溶
接
継
手
の
種
類
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
値
に
よ
る
。

２

前
項
の
溶
接
継
手
の
効
率
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
溶
接
継
手
の
種
類
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
値
に
よ
る
。

溶
接
継
手
の
種
類

溶
接
継
手
の
効
率
（
単
位

パ
ー
セ
ン
ト
）

溶
接
継
手
の
種
類

溶
接
継
手
の
効
率
（
単
位

パ
ー
セ
ン
ト
）

全
線
放
射

線
検
査
を

行
う
場
合

部
分
放
射

線
検
査
を

行
う
場
合

ス
ポ
ッ
ト

放
射
線
検

査
を
行
う

場
合

放
射
線
検

査
を
行
わ

な
い
場
合

全
線
放
射

線
検
査
を

行
う
場
合

部
分
放
射

線
検
査
を

行
う
場
合

（
新
設
）

放
射
線
検

査
を
行
わ

な
い
場
合

一

突
合
せ
両
側
溶
接
継
手
又
は
突
合
せ
片
側
溶
接

継
手
（
裏
当
て
を
用
い
る
方
法
そ
の
他
の
方
法
に

よ
っ
て
十
分
な
溶
込
み
が
得
ら
れ
る
も
の
に
限

る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）で
あ
っ
て
裏
当
て
が

残
っ
て
い
な
い
も
の

一
〇
〇

九
五

八
五

七
〇

一

突
合
せ
両
側
溶
接
継
手
又
は
突
合
せ
片
側
溶
接

継
手
（
裏
当
て
を
用
い
る
方
法
そ
の
他
の
方
法
に

よ
っ
て
十
分
な
溶
込
み
が
得
ら
れ
る
も
の
に
限

る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）で
あ
っ
て
裏
当
て
が

残
っ
て
い
な
い
も
の

一
〇
〇

九
五

（
新
設
）

七
〇

二

突
合
せ
片
側
溶
接
継
手
で
あ
っ
て
裏
当
て
が

残
っ
て
い
る
も
の

九
〇

八
五

八
十

六
五

二

突
合
せ
片
側
溶
接
継
手
で
あ
っ
て
裏
当
て
が

残
っ
て
い
る
も
の

九
〇

八
五

（
新
設
）

六
五

三

前
二
号
以
外
の
突
合
せ
片
側
溶
接
継
手

六
〇

三

前
二
号
以
外
の
突
合
せ
片
側
溶
接
継
手

（
新
設
）

六
〇

四

両
側
全
厚
す
み
肉
重
ね
溶
接
継
手

五
五

四

両
側
全
厚
す
み
肉
重
ね
溶
接
継
手

（
新
設
）

五
五

五

プ
ラ
グ
溶
接
を
行
う
片
側
全
厚
す
み
肉
重
ね
溶

接
継
手

五
〇

五

プ
ラ
グ
溶
接
を
行
う
片
側
全
厚
す
み
肉
重
ね
溶

接
継
手

（
新
設
）

五
〇

六

プ
ラ
グ
溶
接
を
行
わ
な
い
片
側
全
厚
す
み
肉
重

ね
溶
接
継
手

四
五

六

プ
ラ
グ
溶
接
を
行
わ
な
い
片
側
全
厚
す
み
肉
重

ね
溶
接
継
手

（
新
設
）

四
五
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備
考

備
考

一

（
略
）

一

（
略
）

二

部
分
放
射
線
検
査
と
は
、
溶
接
線
の
全
長
の
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
に
相
当
す
る
部
分
（
長
手
継

手
と
周
継
手
が
交
差
す
る
部
分
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
交
差
す
る
部
分
を
含
み
、
当
該
二

十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
に
相
当
す
る
部
分
の
長
さ
が
三
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
場
合
に
は
、
三

百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。）に
つ
い
て
行
う
放
射
線
検
査
を
い
う
。

二

部
分
放
射
線
検
査
と
は
、
溶
接
線
の
全
長
の
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
に
つ
い
て
行
う
放
射
線
検
査

を
い
う
。

三

ス
ポ
ッ
ト
放
射
線
検
査
と
は
、
溶
接
線
の
全
長
に
つ
い
て
、
溶
接
線
の
始
点
か
ら
十
五
メ
ー
ト
ル

ご
と
の
位
置
（
端
数
が
生
じ
る
場
合
は
、
始
点
か
ら
最
も
遠
い
十
五
メ
ー
ト
ル
ご
と
の
位
置
と
溶
接

線
の
終
点
の
間
の
位
置
を
含
む
。）に
お
い
て
、
溶
接
線
の
百
五
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
部
分
に
つ
い
て

行
う
放
射
線
検
査
を
い
う
。

（
新
設
）

（
熱
処
理
）

（
溶
接
後
熱
処
理
）

第
四
十
三
条

（
略
）

第
四
十
三
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

溶
接
後
熱
処
理
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｂ
八
二
六
七
（
圧
力
容
器
の
設
計
）
又
は
こ
れ
と
同
等
と
認
め
ら
れ
る

規
格
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
日
本
産
業
規
格
等
」
と
い
う
。）に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
炉
内
で
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
胴
、
管
等
の
周
継
手
等
局
部
加
熱
の
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ

る
溶
接
部
の
溶
接
後
熱
処
理
は
、
局
部
加
熱
の
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
日

本
産
業
規
格
等
に
定
め
ら
れ
た
保
持
温
度
又
は
保
持
時
間
を
低
減
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
現
場
溶
接
、

使
用
材
料
及
び
構
造
等
に
よ
り
当
該
日
本
産
業
規
格
等
に
定
め
る
保
持
温
度
及
び
保
持
時
間
で
当
該
溶
接
後
熱

処
理
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
場
合
又
は
適
当
で
な
い
場
合
に
限
る
も
の
と
す
る
。

３

溶
接
後
熱
処
理
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｚ
三
七
〇
〇
（
溶
接
後
熱
処
理
方
法
）
又
は
こ
れ
と
同
等
と
認
め
ら
れ

る
規
格
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
日
本
産
業
規
格
等
」
と
い
う
。）に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
炉
内
で
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
胴
、
管
等
の
周
継
手
等
局
部
加
熱
の
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら

れ
る
溶
接
部
の
溶
接
後
熱
処
理
は
、
局
部
加
熱
の
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該

日
本
産
業
規
格
等
に
定
め
ら
れ
た
保
持
温
度
又
は
保
持
時
間
を
低
減
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、現
場
溶
接
、

使
用
材
料
及
び
構
造
等
に
よ
り
当
該
日
本
産
業
規
格
等
に
定
め
る
保
持
温
度
及
び
保
持
時
間
で
当
該
溶
接
後
熱

処
理
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
場
合
又
は
適
当
で
な
い
場
合
に
限
る
も
の
と
す
る
。

４

（
略
）

４

（
略
）

第
四
十
三
条
の
二

曲
げ
加
工
又
は
成
形
加
工
を
行
っ
た
部
分
（
圧
力
を
受
け
る
部
分
に
限
る
。）は
、
日
本
産
業

規
格
Ｂ
八
二
六
七
（
圧
力
容
器
の
設
計
）
又
は
こ
れ
と
同
等
と
認
め
ら
れ
る
規
格
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

熱
処
理
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

（
機
械
試
験
及
び
試
験
片
）

（
機
械
試
験
及
び
試
験
片
）

第
四
十
七
条

試
験
板
に
つ
い
て
行
う
機
械
試
験
の
種
類
及
び
試
験
片
の
数
は
、
試
験
板
の
厚
さ
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
次
の
表
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
機
械
試
験
の
う
ち
衝
撃
試
験
に
つ
い
て
は
、
日
本
産
業
規

格
Ｂ
八
二
六
七
（
圧
力
容
器
の
設
計
）
又
は
こ
れ
と
同
等
と
認
め
ら
れ
る
規
格
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
四
十
七
条

試
験
板
に
つ
い
て
行
う
機
械
試
験
の
種
類
及
び
試
験
片
の
数
は
、
試
験
板
の
厚
さ
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
次
の
表
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

試
験
板
の
厚
さ

機
械
試
験
の
種
類

試
験
片
の
数

試
験
板
の
厚
さ

機
械
試
験
の
種
類

試
験
片
の
数

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

備
考

備
考

（
略
）

一

（
略
）

（
削
る
）

二

最
低
使
用
温
度
が
零
下
十
度
未
満
の
第
一
種
圧
力
容
器
に
つ
い
て
は
、
衝
撃
試
験
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
母
材
が
オ
ー
ス
テ
ナ
イ
ト
系
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
又
は
非
鉄
金
属
で
あ
る
場
合

は
、
衝
撃
試
験
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

機
械
試
験
に
お
け
る
試
験
片
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｂ
八
二
六
七
（
圧
力
容
器
の
設
計
）
又
は
こ
れ
と
同
等
と

認
め
ら
れ
る
規
格
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
採
取
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

機
械
試
験
に
お
け
る
試
験
片
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｂ
八
二
六
五
（
圧
力
容
器
の
構
造

一
般
事
項
）
又
は
こ

れ
と
同
等
と
認
め
ら
れ
る
規
格
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
採
取
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
引
張
試
験
の
合
格
基
準
）

（
引
張
試
験
の
合
格
基
準
）

第
四
十
九
条

引
張
試
験
は
、
試
験
片
の
引
張
強
さ
が
母
材
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
定
め
る
値

以
上
で
あ
る
場
合
に
、
こ
れ
を
合
格
と
す
る
。

第
四
十
九
条

引
張
試
験
は
、
試
験
片
の
引
張
強
さ
が
母
材
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
定
め
る
値

以
上
で
あ
る
場
合
に
、
こ
れ
を
合
格
と
す
る
。

一

九
パ
ー
セ
ン
ト
ニ
ッ
ケ
ル
鋼
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
及
び
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
、
銅
及
び
銅
合
金
並
び
に
チ
タ

ン
及
び
チ
タ
ン
合
金
（
許
容
引
張
応
力
の
値
を
超
え
て
使
用
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。）
許
容
引
張
応
力
の
値

の
三
・
五
倍
の
値

一

九
パ
ー
セ
ン
ト
ニ
ッ
ケ
ル
鋼
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
及
び
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
、
銅
及
び
銅
合
金
並
び
に
チ
タ

ン
及
び
チ
タ
ン
合
金
（
許
容
引
張
応
力
の
値
を
超
え
て
使
用
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。）
許
容
引
張
応
力
の
値

の
四
倍
の
値

二

（
略
）

二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
衝
撃
試
験
）

（
衝
撃
試
験
）

第
五
十
二
条

（
略
）

第
五
十
二
条

（
略
）

２

衝
撃
試
験
片
の
形
状
及
び
寸
法
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｚ
二
二
四
二
（
金
属
材
料
の
シ
ャ
ル
ピ
ー
衝
撃
試
験
方

法
）
に
規
定
す
る
Ｖ
ノ
ッ
チ
試
験
片
又
は
こ
れ
と
同
等
と
認
め
ら
れ
る
規
格
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と

し
、
日
本
産
業
規
格
Ｂ
八
二
六
七
（
圧
力
容
器
の
設
計
）
又
は
こ
れ
と
同
等
と
認
め
ら
れ
る
規
格
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
採
取
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

衝
撃
試
験
片
の
形
状
及
び
寸
法
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｚ
二
二
四
二
（
金
属
材
料
の
シ
ャ
ル
ピ
ー
衝
撃
試
験
方

法
）
に
規
定
す
る
Ｖ
ノ
ッ
チ
試
験
片
又
は
こ
れ
と
同
等
と
認
め
ら
れ
る
規
格
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と

し
、
日
本
産
業
規
格
Ｂ
八
二
六
五
（
圧
力
容
器
の
構
造

一
般
事
項
）
又
は
こ
れ
と
同
等
と
認
め
ら
れ
る
規
格

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
採
取
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
衝
撃
試
験
の
合
格
基
準
）

（
衝
撃
試
験
の
合
格
基
準
）

第
五
十
三
条

衝
撃
試
験
の
合
格
基
準
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｂ
八
二
六
七
（
圧
力
容
器
の
設
計
）
又
は
こ
れ
と
同

等
と
認
め
ら
れ
る
規
格
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
五
十
三
条

衝
撃
試
験
の
合
格
基
準
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｂ
八
二
六
五
（
圧
力
容
器
の
構
造

一
般
事
項
）
又

は
こ
れ
と
同
等
と
認
め
ら
れ
る
規
格
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
再
試
験
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
条
件
）

（
再
試
験
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
条
件
）

第
五
十
四
条

第
四
十
九
条
又
は
第
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
機
械
試
験
に
不
合
格
と
な
っ
た
場
合
及
び
前
条
の

規
定
に
よ
り
不
合
格
と
な
っ
た
場
合
の
再
試
験
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｂ
八
二
六
七
（
圧
力
容
器
の
設
計
）
又
は

こ
れ
と
同
等
と
認
め
ら
れ
る
規
格
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
五
十
四
条

第
四
十
九
条
又
は
第
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
機
械
試
験
に
不
合
格
と
な
っ
た
場
合
及
び
前
条
の

規
定
に
よ
り
不
合
格
と
な
っ
た
場
合
の
再
試
験
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｂ
八
二
六
五
（
圧
力
容
器
の
構
造

一
般

事
項
）
又
は
こ
れ
と
同
等
と
認
め
ら
れ
る
規
格
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
再
試
験
の
試
験
片
及
び
合
格
基
準
）

（
再
試
験
の
試
験
片
及
び
合
格
基
準
）

第
五
十
五
条

（
略
）

第
五
十
五
条

（
略
）

２

衝
撃
試
験
の
再
試
験
の
合
格
基
準
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｂ
八
二
六
七
（
圧
力
容
器
の
設
計
）
又
は
こ
れ
と
同

等
と
認
め
ら
れ
る
規
格
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

衝
撃
試
験
の
再
試
験
の
合
格
基
準
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｂ
八
二
六
五
（
圧
力
容
器
の
構
造

一
般
事
項
）
又

は
こ
れ
と
同
等
と
認
め
ら
れ
る
規
格
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
放
射
線
検
査
）

（
放
射
線
検
査
）

第
五
十
六
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
溶
接
継
手
は
、
第
四
十
二
条
第
二
項
の
全
線
放
射
線
検
査
を
行
い
、
当
該
検

査
の
結
果
は
第
五
十
八
条
各
号
に
掲
げ
る
要
件
（
次
項
及
び
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
単
に
「
要
件
」
と

い
う
。）を
具
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
放
射
線
検
査
を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
溶
接
継
手
の
部

分
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
五
十
六
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
溶
接
継
手
は
、
そ
の
全
長
に
つ
い
て
放
射
線
検
査
を
行
い
、
当
該
検
査
の
結

果
は
第
五
十
八
条
各
号
に
掲
げ
る
要
件
（
次
項
及
び
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
単
に
「
要
件
」
と
い
う
。）

を
具
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
放
射
線
検
査
を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
溶
接
継
手
の
部
分
に
つ

い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
〜
六

（
略
）

一
〜
六

（
略
）

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
溶
接
継
手
以
外
の
長
手
継
手
、
周
継
手
等
は
、
第
四
十
二
条
第
二
項
の
部
分
放
射
線
検

査
又
は
同
項
の
ス
ポ
ッ
ト
放
射
線
検
査
を
行
い
、
そ
の
検
査
の
結
果
が
要
件
を
具
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
都
道
府
県
労
働
局
長
が
放
射
線
検
査
の
必
要
が
な
い
と
認
め
た
溶
接
継
手
及
び
外
圧
の
み
が
加
わ
る

溶
接
継
手
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
溶
接
継
手
以
外
の
長
手
継
手
、
周
継
手
等
は
、
当
該
継
手
の
全
長
の
二
十
パ
ー
セ
ン
ト

に
相
当
す
る
部
分
（
長
手
継
手
と
周
継
手
が
交
差
す
る
部
分
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
交
差
す
る
部
分

を
含
み
、
当
該
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
部
分
の
長
さ
が
三
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
場
合
に
は
、

三
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。）に
つ
い
て
放
射
線
検
査
を
行
い
、
そ
の
検
査
の
結
果
が
要
件
を
具
備
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
都
道
府
県
労
働
局
長
が
放
射
線
検
査
の
必
要
が
な
い
と
認
め
た
溶
接
継
手
及
び
外
圧

の
み
が
加
わ
る
溶
接
継
手
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



（
放
射
線
検
査
の
方
法
及
び
合
格
基
準
）

（
放
射
線
検
査
の
方
法
及
び
合
格
基
準
）

第
五
十
八
条

放
射
線
検
査
の
方
法
及
び
そ
の
結
果
は
、
母
材
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る

と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
八
条

放
射
線
検
査
の
方
法
及
び
そ
の
結
果
は
、
母
材
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る

と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
及
び
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金

日
本
産
業
規
格
Ｚ
三
一
〇
五
（
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
溶
接
継
手
の

放
射
線
透
過
試
験
方
法
）
に
よ
っ
て
行
い
、
き
ず
点
数
及
び
き
ず
長
さ
が
当
該
日
本
産
業
規
格
に
定
め
る
透

過
写
真
に
よ
る
き
ず
の
像
の
分
類
方
法
に
よ
り
一
類
若
し
く
は
二
類
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
割
れ
若
し
く
は
銅

の
巻
込
み
が
な
い
こ
と
又
は
こ
れ
と
同
等
と
認
め
ら
れ
る
方
法
に
よ
っ
て
行
い
、
こ
れ
と
同
等
と
認
め
ら
れ

る
結
果
で
あ
る
こ
と
。

三

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
及
び
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金

日
本
工
業
規
格
Ｚ
三
一
〇
五
（
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
平
板
突
合
せ

溶
接
部
の
放
射
線
透
過
試
験
方
法
）
に
よ
っ
て
行
い
、
き
ず
点
数
及
び
き
ず
長
さ
が
当
該
日
本
工
業
規
格
に

定
め
る
透
過
写
真
に
よ
る
き
ず
の
像
の
分
類
方
法
に
よ
り
一
類
若
し
く
は
二
類
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
割
れ
若

し
く
は
銅
の
巻
込
み
が
な
い
こ
と
又
は
こ
れ
と
同
等
と
認
め
ら
れ
る
方
法
に
よ
っ
て
行
い
、
こ
れ
と
同
等
と

認
め
ら
れ
る
結
果
で
あ
る
こ
と
。

四

（
略
）

四

（
略
）

（
磁
粉
探
傷
試
験
）

（
磁
粉
探
傷
試
験
）

第
六
十
条

第
五
十
六
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
溶
接
継
手
並
び
に
放
射
性
物
質
、
致
死
的
物
質
等
の
有
害
な

物
を
入
れ
る
た
め
気
密
な
構
造
と
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
第
一
種
圧
力
容
器
の
開
口
部
及
び
強
め
材
等
の

取
付
溶
接
部
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
溶
接
継
手
等
」
と
い
う
。）は
、
そ
の
全
長
に
つ
い

て
磁
粉
探
傷
試
験
を
行
い
、
当
該
試
験
の
結
果
は
第
三
項
に
規
定
す
る
要
件
を
具
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
溶
接
継
手
等
が
非
磁
性
の
も
の
で
あ
る
場
合
そ
の
他
磁
粉
探
傷
試
験
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
場
合
に

つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
六
十
条

第
五
十
六
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
溶
接
継
手
並
び
に
放
射
性
物
質
、
致
死
的
物
質
等
の
有
害
な

物
を
入
れ
る
た
め
気
密
な
構
造
と
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
第
一
種
圧
力
容
器
の
開
口
部
及
び
強
め
材
等
の

取
付
溶
接
部
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
溶
接
継
手
等
」
と
い
う
。）は
、
そ
の
全
長
に
つ
い

て
磁
粉
探
傷
試
験
を
行
い
、
当
該
試
験
の
結
果
は
次
項
に
規
定
す
る
要
件
を
具
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
溶
接
継
手
等
が
非
磁
性
の
も
の
で
あ
る
場
合
そ
の
他
磁
粉
探
傷
試
験
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
つ

い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

磁
粉
探
傷
試
験
の
合
格
基
準
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｂ
八
二
六
七
（
圧
力
容
器
の
設
計
）
又
は
こ
れ
と
同
等
と

認
め
ら
れ
る
規
格
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

３

磁
粉
探
傷
試
験
の
合
格
基
準
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｂ
八
二
六
五
（
圧
力
容
器
の
構
造

一
般
事
項
）
又
は
こ

れ
と
同
等
と
認
め
ら
れ
る
規
格
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
浸
透
探
傷
試
験
）

（
浸
透
探
傷
試
験
）

第
六
十
一
条

（
略
）

第
六
十
一
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

浸
透
探
傷
試
験
の
合
格
基
準
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｂ
八
二
六
七
（
圧
力
容
器
の
設
計
）
又
は
こ
れ
と
同
等
と

認
め
ら
れ
る
規
格
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

３

浸
透
探
傷
試
験
の
合
格
基
準
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｂ
八
二
六
五
（
圧
力
容
器
の
構
造

一
般
事
項
）
又
は
こ

れ
と
同
等
と
認
め
ら
れ
る
規
格
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
六
十
三
条

第
一
種
圧
力
容
器
は
、
そ
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
圧
力
に
よ
り
水
圧
試

験
を
行
っ
て
異
状
の
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
三
条

第
一
種
圧
力
容
器
は
、
そ
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
圧
力
に
よ
り
水
圧
試

験
を
行
っ
て
異
状
の
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

鋼
製
又
は
非
鉄
金
属
製
の
第
一
種
圧
力
容
器

最
高
使
用
圧
力
の
一
・
三
倍
の
圧
力
に
第
四
項
に
よ
る
温

度
補
正
を
行
っ
た
圧
力

一

鋼
製
又
は
非
鉄
金
属
製
の
第
一
種
圧
力
容
器

最
高
使
用
圧
力
の
一
・
五
倍
の
圧
力
に
第
五
項
に
よ
る
温

度
補
正
を
行
っ
た
圧
力

二
〜
四

（
略
）

二
〜
四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

大
型
の
第
一
種
圧
力
容
器
そ
の
他
そ
の
構
造
が
水
を
満
た
す
の
に
適
さ
な
い
第
一
種
圧
力
容
器
は
、
水
圧
試

験
に
代
え
て
気
圧
試
験
を
行
い
異
状
の
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
試
験
圧
力

は
、
最
高
使
用
圧
力
の
一
・
一
倍
の
圧
力
に
次
項
に
よ
る
温
度
補
正
を
行
っ
た
圧
力
と
す
る
。

３

大
型
の
第
一
種
圧
力
容
器
そ
の
他
そ
の
構
造
が
水
を
満
た
す
の
に
適
さ
な
い
第
一
種
圧
力
容
器
は
、
水
圧
試

験
に
代
え
て
気
圧
試
験
を
行
い
異
状
の
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
試
験
圧
力

は
、
最
高
使
用
圧
力
の
一
・
二
五
倍
の
圧
力
に
第
五
項
に
よ
る
温
度
補
正
を
行
っ
た
圧
力
と
す
る
。

（
削
る
）

４

前
項
の
気
圧
試
験
は
、
最
高
使
用
圧
力
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
圧
力
ま
で
圧
力
を
上
げ
、
そ
れ
以
降
最
高
使

用
圧
力
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
圧
力
ず
つ
段
階
的
に
圧
力
を
上
げ
て
試
験
圧
力
に
達
し
た
後
、
再
び
最
高
使
用
圧

力
ま
で
圧
力
を
下
げ
て
、
こ
の
圧
力
に
お
い
て
異
状
の
有
無
を
調
べ
る
も
の
と
す
る
。

４

（
略
）

５

（
略
）

５

第
三
項
の
気
圧
試
験
の
方
法
及
び
前
項
の
水
圧
試
験
又
は
気
圧
試
験
の
圧
力
の
温
度
補
正
は
日
本
産
業
規
格

Ｂ
八
二
六
七
（
圧
力
容
器
の
設
計
）
又
は
こ
れ
と
同
等
と
認
め
ら
れ
る
規
格
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）
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（
銘
板
）

（
銘
板
）

第
六
十
五
条

最
高
使
用
圧
力
が
〇
・
一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
を
超
え
る
第
一
種
圧
力
容
器
に
備
え
る
リ
フ
ト
が
弁
座

口
の
径
の
十
五
分
の
一
以
上
の
揚
程
式
安
全
弁
及
び
全
量
式
安
全
弁
（
次
項
に
お
い
て
「
揚
程
式
安
全
弁
等
」

と
い
う
。）は
、
そ
の
材
料
及
び
構
造
が
日
本
産
業
規
格
Ｂ
八
二
一
〇
（
安
全
弁
）
に
適
合
し
た
も
の
又
は
こ
れ

と
同
等
以
上
の
機
械
的
性
質
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
五
条

最
高
使
用
圧
力
が
〇
・
一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
を
超
え
る
第
一
種
圧
力
容
器
に
備
え
る
リ
フ
ト
が
弁
座

口
の
径
の
十
五
分
の
一
以
上
の
揚
程
式
安
全
弁
及
び
全
量
式
安
全
弁
（
次
項
に
お
い
て
「
揚
程
式
安
全
弁
等
」

と
い
う
。）は
、
そ
の
材
料
及
び
構
造
が
日
本
工
業
規
格
Ｂ
八
二
一
〇
（
蒸
気
用
及
び
ガ
ス
用
ば
ね
安
全
弁
）
に

適
合
し
た
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
機
械
的
性
質
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
圧
力
計
）

（
圧
力
計
）

第
六
十
八
条

第
一
種
圧
力
容
器
に
は
、
指
示
値
を
確
実
に
確
認
で
き
る
圧
力
計
（
最
大
指
示
値
が
最
高
使
用
圧

力
の
一
・
五
倍
以
上
三
倍
以
下
の
圧
力
で
あ
る
も
の
に
限
る
。）を
、
コ
ッ
ク
又
は
弁
の
開
閉
状
況
を
容
易
に
知

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
取
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
八
条

第
一
種
圧
力
容
器
に
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
圧
力
計
を
取
り
付
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
削
る
）

一

コ
ッ
ク
又
は
弁
の
開
閉
状
況
を
容
易
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

（
削
る
）

二

圧
力
計
の
目
盛
盤
の
最
大
指
度
は
、
最
高
使
用
圧
力
の
一
・
五
倍
以
上
三
倍
以
下
の
圧
力
を
示
す
指
度
と

す
る
こ
と
。

２

前
項
の
圧
力
計
は
、
停
電
の
場
合
に
お
い
て
も
有
効
に
機
能
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

（
準
用
）

（
準
用
）

第
七
十
三
条

前
編
（
第
二
条
の
表
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
四
十
三
条
、
第
四
十
三
条
の
二
及
び
第
四
十

五
条
か
ら
第
六
十
二
条
ま
で
の
規
定
を
除
く
。）の
規
定
は
、
第
二
種
圧
力
容
器
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
第
四
十
二
条
第
二
項
の
表
に
掲
げ
る
溶
接
継
手
の
効
率
は
、
ボ
イ
ラ
ー
溶
接
士
で
な
い
者
が
行

う
溶
接
継
手
に
つ
い
て
は
、
同
表
に
掲
げ
る
値
の
八
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

第
七
十
三
条

前
編
（
第
二
条
の
表
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
四
十
三
条
及
び
第
四
十
五
条
か
ら
第
六
十
二

条
ま
で
の
規
定
を
除
く
。）の
規
定
は
、
第
二
種
圧
力
容
器
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四

十
二
条
第
二
項
の
表
に
掲
げ
る
溶
接
継
手
の
効
率
は
、
ボ
イ
ラ
ー
溶
接
士
で
な
い
者
が
行
う
溶
接
継
手
に
つ
い

て
は
、
同
表
に
掲
げ
る
値
の
八
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

（
小
型
ボ
イ
ラ
ー
及
び
小
型
圧
力
容
器
構
造
規
格
の
一
部
改
正
）

第
三
条

小
型
ボ
イ
ラ
ー
及
び
小
型
圧
力
容
器
構
造
規
格
（
昭
和
五
十
年
労
働
省
告
示
第
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
材
料
）

（
材
料
）

第
一
条

小
型
ボ
イ
ラ
ー
の
主
要
材
料
は
、
次
に
掲
げ
る
日
本
産
業
規
格
に
適
合
し
た
も
の
（
当
該
日
本
産
業
規

格
に
定
め
ら
れ
た
試
験
を
省
略
し
た
も
の
を
含
む
。）又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
機
械
的
性
質
を
有
す
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
条

小
型
ボ
イ
ラ
ー
の
主
要
材
料
は
、
次
に
掲
げ
る
日
本
産
業
規
格
又
は
日
本
工
業
規
格
に
適
合
し
た
も
の

（
当
該
日
本
産
業
規
格
又
は
日
本
工
業
規
格
に
定
め
ら
れ
た
試
験
を
省
略
し
た
も
の
を
含
む
。）又
は
こ
れ
ら
と

同
等
以
上
の
機
械
的
性
質
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

日
本
産
業
規
格
Ｇ
三
一
〇
三
（
ボ
イ
ラ
及
び
圧
力
容
器
用
炭
素
鋼
及
び
モ
リ
ブ
デ
ン
鋼
鋼
板
）

二

日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
一
〇
三
（
ボ
イ
ラ
用
圧
延
鋼
材
）

（
削
る
）

三

日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
一
〇
四
（
リ
ベ
ッ
ト
用
圧
延
鋼
材
）

三
〜
十
四

（
略
）

四
〜
十
五

（
略
）

十
五

日
本
産
業
規
格
Ｇ
五
七
〇
五
（
可
鍛
鋳
鉄
品
）

十
六

日
本
工
業
規
格
Ｇ
五
七
〇
二
（
黒
心
可
鍛
鋳
鉄
品
）

（
削
る
）

十
七

日
本
工
業
規
格
Ｇ
五
七
〇
三
（
白
心
可
鍛
鋳
鉄
品
）

（
削
る
）

十
八

日
本
工
業
規
格
Ｇ
五
七
〇
四
（
パ
ー
ラ
イ
ト
可
鍛
鋳
鉄
品
）

（
材
料
の
許
容
引
張
応
力
）

（
材
料
の
許
容
引
張
応
力
）

第
二
条

計
算
に
使
用
す
る
小
型
ボ
イ
ラ
ー
の
材
料
の
許
容
引
張
応
力
の
値
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
値
と
す
る
。

第
二
条

計
算
に
使
用
す
る
小
型
ボ
イ
ラ
ー
の
材
料
の
許
容
引
張
応
力
の
値
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
値
と
す
る
。

区

分

許
容
引
張
応
力
の
値

区

分

許
容
引
張
応
力
の
値

一

日
本
産
業
規
格
に
定
め
ら
れ
た
種
類
が
明

ら
か
な
鋼
材
（
鋳
鋼
を
除
く
。）

当
該
種
類
の
鋼
材
に
つ
い
て
日
本
産
業
規
格
に
定
め

ら
れ
た
引
張
強
さ
の
最
小
値
の
四
分
の
一

一

日
本
産
業
規
格
又
は
日
本
工
業
規
格
に
定

め
ら
れ
た
種
類
が
明
ら
か
な
鋼
材
（
鋳
鋼

を
除
く
。）

当
該
種
類
の
鋼
材
に
つ
い
て
日
本
産
業
規
格
又
は
日

本
工
業
規
格
に
定
め
ら
れ
た
引
張
強
さ
の
最
小
値
の

四
分
の
一
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二

（
略
）

（
略
）

二

（
略
）

（
略
）

三

日
本
産
業
規
格
に
定
め
ら
れ
た
種
類
が
明

ら
か
な
鋳
鋼

当
該
種
類
の
鋳
鋼
に
つ
い
て
日
本
産
業
規
格
に
定
め

ら
れ
た
引
張
強
さ
の
最
小
値
の
六
分
の
一

三

日
本
産
業
規
格
又
は
日
本
工
業
規
格
に
定

め
ら
れ
た
種
類
が
明
ら
か
な
鋳
鋼

当
該
種
類
の
鋳
鋼
に
つ
い
て
日
本
産
業
規
格
又
は
日

本
工
業
規
格
に
定
め
ら
れ
た
引
張
強
さ
の
最
小
値
の

六
分
の
一

四

（
略
）

（
略
）

四

（
略
）

（
略
）

五

日
本
産
業
規
格
に
定
め
ら
れ
た
種
類
が
明

ら
か
な
鋳
鉄

当
該
種
類
の
鋳
鉄
に
つ
い
て
日
本
産
業
規
格
に
定
め

ら
れ
た
引
張
強
さ
の
最
小
値
の
八
分
の
一

五

日
本
産
業
規
格
又
は
日
本
工
業
規
格
に
定

め
ら
れ
た
種
類
が
明
ら
か
な
鋳
鉄

当
該
種
類
の
鋳
鉄
に
つ
い
て
日
本
産
業
規
格
又
は
日

本
工
業
規
格
に
定
め
ら
れ
た
引
張
強
さ
の
最
小
値
の

八
分
の
一

六

（
略
）

（
略
）

六

（
略
）

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
ボ
イ
ラ
ー
構
造
規
格
（
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
九
十
七
号
）
第

一
編
の
規
定
に
適
合
す
る
小
型
ボ
イ
ラ
ー
（
以
下
「
特
定
規
格
適
合
小
型
ボ
イ
ラ
ー
」と
い
う
。）に
つ
い
て
は
、

材
料
（
鋳
造
品
を
除
く
。）の
許
容
引
張
応
力
の
値
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
下
欄
に
定
め
る
値
と
す
る
。

（
新
設
）

区

分

許
容
引
張
応
力
の
値

一

鉄
鋼
材
料
及
び
非
鉄
金
属
材
料
（
二
の
項

及
び
三
の
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

次
に
掲
げ
る
値
の
う
ち
最
小
の
も
の

一

常
温
に
お
け
る
引
張
強
さ
の
最
小
値
の
三
・
五

分
の
一

二

材
料
の
使
用
温
度
に
お
け
る
引
張
強
さ
の
三
・

五
分
の
一

三

常
温
に
お
け
る
降
伏
点
又
は
〇
・
二
パ
ー
セ
ン

ト
耐
力
の
最
小
値
の
一
・
五
分
の
一

四

材
料
の
使
用
温
度
に
お
け
る
降
伏
点
又
は
〇
・

二
パ
ー
セ
ン
ト
耐
力
の
一
・
五
分
の
一
（
オ
ー
ス

テ
ナ
イ
ト
系
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
鋼
材
で
あ
っ
て
、
都

道
府
県
労
働
局
長
の
認
め
た
箇
所
に
使
用
さ
れ
る

も
の
に
つ
い
て
は
、
材
料
の
使
用
温
度
に
お
け
る

〇
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
耐
力
の
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
と

す
る
こ
と
が
で
き
る
。）

二

鉄
鋼
材
料
及
び
非
鉄
金
属
材
料
の
う
ち
熱

処
理
等
に
よ
り
強
度
を
高
め
た
ボ
ル
ト

（
三
の
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

一
の
項
か
ら
求
め
た
値
及
び
次
に
掲
げ
る
値
の
う
ち

最
小
の
も
の

一

常
温
に
お
け
る
引
張
強
さ
の
最
小
値
の
五
分
の

一
二

常
温
に
お
け
る
降
伏
点
又
は
〇
・
二
パ
ー
セ
ン

ト
耐
力
の
最
小
値
の
四
分
の
一

三

鉄
鋼
材
料
及
び
非
鉄
金
属
材
料
の
う
ち
材

料
の
使
用
温
度
が
当
該
材
料
の
ク
リ
ー
プ

領
域
に
あ
る
場
合

次
に
掲
げ
る
値
の
う
ち
最
小
の
も
の

一

当
該
温
度
に
お
い
て
千
時
間
に
〇
・
〇
一
パ
ー

セ
ン
ト
の
ク
リ
ー
プ
を
生
ず
る
応
力
の
平
均
値
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二

当
該
温
度
に
お
い
て
十
万
時
間
で
ラ
プ
チ
ャ
を

生
ず
る
応
力
の
平
均
値
の
一
・
五
分
の
一

三

当
該
温
度
に
お
い
て
十
万
時
間
で
ラ
プ
チ
ャ
を

生
ず
る
応
力
の
最
小
値
の
一
・
二
五
分
の
一

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
規
格
適
合
小
型
ボ
イ
ラ
ー
に
つ
い
て
は
、
鋳
造
品
の
許
容
引
張
応
力

の
値
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
値
と
す
る
。

（
新
設
）

区

分

許
容
引
張
応
力
の
値

一

日
本
産
業
規
格
Ｇ
五
五
〇
二
（
球
状
黒
鉛

鋳
鉄
品
）
の
Ｆ
Ｃ
Ｄ
四
〇
〇
及
び
Ｆ
Ｃ
Ｄ

四
五
〇
並
び
に
日
本
産
業
規
格
Ｇ
五
七
〇

五
（
可
鍛
鋳
鉄
品
）
に
定
め
る
黒
心
可
鍛

鋳
鉄
品
並
び
に
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
機

械
的
性
質
を
有
す
る
も
の

材
料
の
使
用
温
度
に
お
け
る
引
張
強
さ
の
六
・
二
五

分
の
一

二

一
の
項
以
外
の
鋳
鉄
品

材
料
の
使
用
温
度
に
お
け
る
引
張
強
さ
の
十
分
の
一

三

日
本
産
業
規
格
Ｇ
五
一
〇
一
（
炭
素
鋼
鋳

鋼
品
）
で
あ
っ
て
、
次
項
の
表
に
掲
げ
る

化
学
成
分
の
含
有
量
が
同
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
鋳
鋼
品
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
以
下
で
あ
る
鋳

鋼
品
、
日
本
産
業
規
格
Ｇ
五
一
〇
二
（
溶

接
構
造
用
鋳
鋼
品
）、
日
本
産
業
規
格
Ｇ

五
一
二
一
（
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
鋳
鋼
品
）
及

び
日
本
産
業
規
格
Ｇ
五
一
五
一
（
高
温
高

圧
用
鋳
鋼
品
）
並
び
に
こ
れ
ら
と
同
等
以

上
の
機
械
的
性
質
を
有
す
る
も
の

〇
・
八
（
都
道
府
県
労
働
局
長
の
定
め
る
検
査
に
合

格
し
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
検
査
の
種
類
及
び

方
法
に
応
じ
、
〇
・
九
又
は
一
・
〇
）
を
前
項
の
表

一
の
項
又
は
三
の
項
の
規
定
か
ら
求
め
た
値
に
乗
じ

て
得
た
値

四

三
の
項
以
外
の
鋳
鋼
品

〇
・
六
七
を
前
項
の
表
一
の
項
又
は
三
の
項
の
規
定

か
ら
求
め
た
値
に
乗
じ
て
得
た
値

五

非
鉄
金
属
鋳
造
品

〇
・
八
を
前
項
の
表
一
の
項
の
規
定
か
ら
求
め
た
値

に
乗
じ
て
得
た
値

４

前
項
の
表
三
の
項
の
鋳
鋼
品
の
種
類
及
び
化
学
成
分
の
含
有
量
の
値
は
次
の
表
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

鋳
鋼
品
の
種
類

化
学
成
分

炭
素

マ
ン
ガ

ン

り
ん

硫
黄

け
い
素

ニ
ッ
ケ

ル

ク
ロ
ム

銅

Ｓ
Ｃ
三
六
〇
及
び
Ｓ

Ｃ
四
一
〇

〇
・
二

五

〇
・
七

〇

〇
・
〇

四

〇
・
〇

四

〇
・
六

〇

〇
・
五

〇

〇
・
五

〇

〇
・
五

〇

Ｓ
Ｃ
四
五
〇
及
び
Ｓ

Ｃ
四
八
〇

〇
・
三

五

〇
・
七

〇

〇
・
〇

四

〇
・
〇

四

〇
・
六

〇

〇
・
五

〇

〇
・
五

〇

〇
・
五

〇
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備
考一

各
成
分
の
単
位
は
、
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

二

炭
素
の
含
有
量
の
値
が
表
中
の
値
よ
り
〇
・
〇
一
減
少
す
る
ご
と
に
マ
ン
ガ
ン
の
含
有
量
を
表
中

の
値
よ
り
〇
・
〇
四
増
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
マ
ン
ガ
ン
の
含
有
量
の
値
は
、
一
・
一

〇
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

三

ニ
ッ
ケ
ル
、
ク
ロ
ム
及
び
銅
の
含
有
量
の
合
計
の
値
は
、
一
・
〇
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

（
水
管
の
最
小
厚
さ
）

（
水
管
の
最
小
厚
さ
）

第
十
六
条

水
管
の
厚
さ
は
、
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
値
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
六
条

水
管
の
厚
さ
は
、
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
値
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

t ＝
P
d

２

a ＋
15

t ＝
P
d

２

a ＋
15

こ
の
式
に
お
い
て
、
t
、
P
、
d
及
び
a
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

こ
の
式
に
お
い
て
、
t
、
P
、
d
及
び
a
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

t

水
管
の
最
小
厚
さ
（
単
位

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

t

水
管
の
最
小
厚
さ
（
単
位

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

P

最
高
圧
力
（
単
位

メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）

P

最
高
圧
力
（
単
位

メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）

d

水
管
の
外
径
（
単
位

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

d

水
管
の
外
径
（
単
位

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

a

材
料
の
許
容
引
張
応
力
で
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
鋼
管
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
当
該
鋼
管
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
値
と
す
る
。

a

材
料
の
許
容
引
張
応
力
で
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
鋼
管
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
当
該
鋼
管
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
値
と
す
る
。

区

分

許
容
引
張
応
力
の
値

区

分

許
容
引
張
応
力
の
値

電
気
抵
抗
溶
接
鋼
管

日
本
産
業
規
格
に
定
め
ら
れ
た
種
類
が

明
ら
か
な
も
の

（
略
）

電
気
抵
抗
溶
接
鋼
管

日
本
産
業
規
格
又
は
日
本
工
業
規
格
に

定
め
ら
れ
た
種
類
が
明
ら
か
な
も
の

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

鍛
接
鋼
管
及
び
ア
ー

ク
溶
接
鋼
管

日
本
産
業
規
格
に
定
め
ら
れ
た
種
類
が

明
ら
か
な
も
の

（
略
）

鍛
接
鋼
管
及
び
ア
ー

ク
溶
接
鋼
管

日
本
産
業
規
格
又
は
日
本
工
業
規
格
に

定
め
ら
れ
た
種
類
が
明
ら
か
な
も
の

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
特
殊
な
形
状
の
鋼
製
の
小
型
ボ
イ
ラ
ー
等
の
特
例
）

（
特
殊
な
形
状
の
鋼
製
の
小
型
ボ
イ
ラ
ー
等
の
特
例
）

第
十
七
条

（
略
）

第
十
七
条

（
略
）

２

鋳
鉄
製
の
小
型
ボ
イ
ラ
ー
に
つ
い
て
、
そ
の
最
高
圧
力
が
当
該
小
型
ボ
イ
ラ
ー
を
構
成
す
る
各
セ
ク
シ
ョ
ン

の
う
ち
最
も
弱
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
か
ら
三
個
を
選
び
、
水
圧
力
を
徐
々
に
加
え
る
こ
と
に
よ
り
破
壊
し
た

時
の
水
圧
力
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
破
壊
圧
力
」
と
い
う
。）を
求
め
、
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
圧
力

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
検
定
圧
力
」
と
い
う
。）以
下
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
小
型
ボ
イ
ラ
ー
は
、
第
三

条
第
三
号
、
第
四
条
、
第
六
条
、
第
七
条
、
第
十
二
条
、
第
十
五
条
及
び
前
条
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
と
み

な
す
。

２

鋳
鉄
製
の
小
型
ボ
イ
ラ
ー
に
つ
い
て
、
そ
の
最
高
圧
力
が
当
該
小
型
ボ
イ
ラ
ー
を
構
成
す
る
各
セ
ク
シ
ョ
ン

の
う
ち
最
も
弱
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
か
ら
三
個
を
選
び
、
水
圧
力
を
徐
々
に
加
え
る
こ
と
に
よ
り
破
壊
し
た

時
の
水
圧
力
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
破
壊
圧
力
」
と
い
う
。）を
求
め
、
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
圧
力

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
検
定
圧
力
」
と
い
う
。）以
下
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
小
型
ボ
イ
ラ
ー
は
、
第
三

条
第
三
号
、
第
四
条
、
第
六
条
、
第
七
条
、
第
十
二
条
、
第
十
五
条
及
び
前
条
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
と
み

な
す
。

P ＝
P
o 
o K

５

t

P ＝
P
o 
o K

５

t

こ
の
式
に
お
い
て
、
P
、
Po
、
o
、
K
及
び
t
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

こ
の
式
に
お
い
て
、
P
、
Po
、
o
、
K
及
び
t
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

P

検
定
圧
力
（
単
位

メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）

P

検
定
圧
力
（
単
位

メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）

Po

水
圧
力
を
加
え
た
三
個
の
セ
ク
シ
ョ
ン
の
破
壊
圧
力
の
最
小
値
（
単
位

メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）

Po

水
圧
力
を
加
え
た
三
個
の
セ
ク
シ
ョ
ン
の
破
壊
圧
力
の
最
小
値
（
単
位

メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）
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o

材
料
の
最
小
引
張
強
さ
（
単
位

ニ
ュ
ー
ト
ン
毎
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
で
、
次
の
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
値
と
す
る
。

o

材
料
の
最
小
引
張
強
さ
（
単
位

ニ
ュ
ー
ト
ン
毎
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
で
、
次
の
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
値
と
す
る
。

（
表
略
）

（
表
略
）

K

水
圧
力
を
加
え
た
三
個
の
セ
ク
シ
ョ
ン
の
破
壊
が
曲
げ
応
力
に
よ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
場

合
に
は
一
・
五
、
そ
の
他
の
場
合
に
は
一
・
〇
と
す
る
。

K

水
圧
力
を
加
え
た
三
個
の
セ
ク
シ
ョ
ン
の
破
壊
が
曲
げ
応
力
に
よ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
場

合
に
は
一
・
五
、
そ
の
他
の
場
合
に
は
一
・
〇
と
す
る
。

t

水
圧
力
を
加
え
た
三
個
の
セ
ク
シ
ョ
ン
に
対
応
す
る
三
個
の
試
験
片
（
日
本
産
業
規
格
Ｚ
二
二

四
一
（
金
属
材
料
引
張
試
験
方
法
）
に
定
め
る
八
号
試
験
片
の
八
Ｂ
に
よ
る
。）の
引
張
強
さ
の
平

均
値
（
単
位

ニ
ュ
ー
ト
ン
毎
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

t

水
圧
力
を
加
え
た
三
個
の
セ
ク
シ
ョ
ン
に
対
応
す
る
三
個
の
試
験
片
（
日
本
工
業
規
格
Ｚ
二
二

〇
一
（
金
属
材
料
引
張
試
験
片
）
に
定
め
る
八
号
試
験
片
の
八
Ｂ
に
よ
る
。）の
引
張
強
さ
の
平
均

値
（
単
位

ニ
ュ
ー
ト
ン
毎
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

３

（
略
）

３

（
略
）

第
二
十
三
条
の
二

前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
規
格
適
合
小
型
ボ
イ
ラ
ー
は
、
最
高
使
用
圧
力
の
一
・

三
倍
の
圧
力
（
そ
の
値
が
〇
・
二
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
未
満
の
と
き
は
、
〇
・
二
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）
に
よ
り
水
圧
試

験
を
行
っ
て
異
状
の
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

２

特
定
規
格
適
合
小
型
ボ
イ
ラ
ー
の
う
ち
、
最
高
使
用
圧
力
以
上
の
圧
力
を
受
け
る
お
そ
れ
の
な
い
温
水
ボ
イ

ラ
ー
に
つ
い
て
は
、
前
条
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
最
高
使
用
圧
力
に
〇
・
一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
を
加

え
た
圧
力
（
そ
の
値
が
〇
・
二
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
未
満
の
と
き
は
、
〇
・
二
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）
に
よ
り
水
圧
試
験

を
行
っ
て
異
状
の
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
特
定
規
格
適
合
小
型
ボ
イ
ラ
ー
の
部
分
は
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
掲
げ
る
圧
力
に
よ
り
水
圧
試
験
を
行
っ
て
異
状
の
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
第
一
号
の
水
圧
試
験
は
、
穴
あ
け
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
穴
あ
け
前
に
行
う
も
の
と
し
、か
つ
、

当
該
水
圧
試
験
圧
力
が
前
項
に
規
定
す
る
圧
力
よ
り
小
さ
い
場
合
に
は
、
同
項
に
規
定
す
る
圧
力
に
よ
る
も
の

と
す
る
。

一

水
管
ボ
イ
ラ
ー
の
溶
接
部
品

最
高
使
用
圧
力
の
一
・
三
倍
の
圧
力

二

鋳
鉄
品
の
部
分

最
高
使
用
圧
力
の
二
倍
の
圧
力

４

前
項
第
一
号
の
水
圧
試
験
は
、
特
定
規
格
適
合
小
型
ボ
イ
ラ
ー
の
組
立
て
後
、
溶
接
部
に
つ
い
て
放
射
線
検

査
又
は
超
音
波
探
傷
試
験
が
実
施
で
き
、
か
つ
、
当
該
溶
接
部
の
補
修
が
可
能
で
あ
る
場
合
に
は
、
省
略
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
安
全
弁
等
）

（
安
全
弁
等
）

第
二
十
四
条

（
略
）

第
二
十
四
条

（
略
）

２

安
全
弁
は
、
容
易
に
検
査
で
き
る
位
置
に
、
ボ
イ
ラ
ー
本
体
に
直
接
取
り
付
け
、
か
つ
、
弁
軸
を
鉛
直
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

安
全
弁
は
、
容
易
に
検
査
で
き
る
位
置
に
、
ボ
イ
ラ
ー
本
体
に
直
接
取
り
付
け
、
か
つ
、
弁
軸
を
垂
直
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
圧
力
計
）

（
圧
力
計
）

第
二
十
六
条

（
略
）

第
二
十
六
条

（
略
）

２

圧
力
計
は
、
指
示
値
を
確
実
に
確
認
で
き
る
も
の
と
し
、
当
該
圧
力
計
が
示
す
こ
と
が
で
き
る
最
大
指
示
値

は
、
当
該
圧
力
計
が
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
ボ
イ
ラ
ー
の
最
高
圧
力
の
一
・
五
倍
以
上
三
倍
以
下
の
圧
力
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

圧
力
計
の
目
盛
盤
の
直
径
は
、
六
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
、
目
盛
盤
の
最
大
指
度
は
、
当
該
圧
力
計
が

取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
ボ
イ
ラ
ー
の
最
高
圧
力
の
一
・
五
倍
以
上
三
倍
以
下
の
圧
力
を
示
す
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

４

圧
力
計
は
、
停
電
の
場
合
に
お
い
て
も
有
効
に
機
能
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

（
水
高
計
等
）

（
水
高
計
等
）

第
二
十
七
条

（
略
）

第
二
十
七
条

（
略
）

２

水
高
計
の
最
大
指
示
値
は
、
当
該
温
水
ボ
イ
ラ
ー
の
最
高
圧
力
の
一
・
五
倍
以
上
三
倍
以
下
の
水
頭
圧
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

水
高
計
の
目
盛
盤
の
最
大
指
度
は
、
当
該
温
水
ボ
イ
ラ
ー
の
最
高
圧
力
の
一
・
五
倍
以
上
三
倍
以
下
の
水
頭

圧
を
示
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）
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第
二
十
八
条

（
略
）

第
二
十
八
条

（
略
）

２

ガ
ラ
ス
水
面
計
の
ガ
ラ
ス
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｂ
八
二
一
一
（
ボ
イ
ラ

水
面
計
ガ
ラ
ス
）
に
適
合
す
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

ガ
ラ
ス
水
面
計
の
ガ
ラ
ス
管
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｂ
八
二
一
一
（
ボ
イ
ラ
用
水
面
計
ガ
ラ
ス
）
に
適
合
す
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

第
三
十
条
の
二

温
水
ボ
イ
ラ
ー
で
圧
力
が
〇
・
一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
を
超
え
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区

分
に
応
じ
、
温
水
温
度
が
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
温
度
に
保
た
れ
る
よ
う
二
個
以
上
の
温
水
温
度
自
動

制
御
装
置
を
備
え
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
条
の
二

温
水
ボ
イ
ラ
ー
で
圧
力
が
〇
・
一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
を
超
え
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区

分
に
応
じ
、
温
水
温
度
が
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
温
度
に
保
た
れ
る
よ
う
二
個
以
上
の
温
水
温
度
自
動

制
御
装
置
を
備
え
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

最
高
圧
力
を
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
で
表
し
た
数
値
と
内
容
積
を
立
方
メ
ー
ト
ル
で
表
し
た
数
値
と
の
積
が
〇
・

〇
二
以
下
の
温
水
ボ
イ
ラ
ー

百
二
十
度
以
下

一

最
高
圧
力
を
圧
力
で
表
し
た
数
値
と
内
容
積
を
立
方
メ
ー
ト
ル
で
表
し
た
数
値
と
の
積
が
〇
・
〇
二
以
下

の
温
水
ボ
イ
ラ
ー

百
二
十
度
以
下

二

（
略
）

二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
二
項
の
規
定
は
、
特
定
規
格
適
合
小
型
ボ
イ
ラ
ー
及
び
ボ
イ
ラ
ー
構
造
規
格
第
二
編
の
規
定
に
適
合
す
る

鋳
鉄
製
の
小
型
ボ
イ
ラ
ー
に
は
適
用
し
な
い
。

（
新
設
）

（
材
料
）

（
材
料
）

第
三
十
三
条

小
型
圧
力
容
器
の
主
要
材
料
は
、
次
に
掲
げ
る
日
本
産
業
規
格
に
適
合
し
た
も
の
（
当
該
日
本
産

業
規
格
に
定
め
ら
れ
た
試
験
を
省
略
し
た
も
の
を
含
む
。）又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
機
械
的
性
質
を
有
す
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
三
条

小
型
圧
力
容
器
の
主
要
材
料
は
、
次
に
掲
げ
る
日
本
産
業
規
格
又
は
日
本
工
業
規
格
に
適
合
し
た

も
の
（
当
該
日
本
産
業
規
格
又
は
日
本
工
業
規
格
に
定
め
ら
れ
た
試
験
を
省
略
し
た
も
の
を
含
む
。）又
は
こ
れ

ら
と
同
等
以
上
の
機
械
的
性
質
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
日
本
産
業
規
格

一

第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
日
本
産
業
規
格
又
は
日
本
工
業
規
格

二

日
本
産
業
規
格
Ｇ
四
三
〇
四
（
熱
間
圧
延
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
板
及
び
鋼
帯
）

二

日
本
産
業
規
格
Ｇ
四
三
〇
四
（
熱
間
圧
延
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
板
）

三

日
本
産
業
規
格
Ｇ
四
三
〇
五
（
冷
間
圧
延
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
板
及
び
鋼
帯
）

三

日
本
産
業
規
格
Ｇ
四
三
〇
五
（
冷
間
圧
延
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
板
）

四

日
本
産
業
規
格
Ｈ
三
一
〇
〇
（
銅
及
び
銅
合
金
の
板
及
び
条
）（
タ
フ
ピ
ッ
チ
銅
板
、
り
ん
脱
酸
銅
板
及
び

ネ
ー
バ
ル
黄
銅
板
に
限
る
。）

四

日
本
工
業
規
格
Ｈ
三
一
〇
三
（
タ
フ
ピ
ッ
チ
銅
板
）

（
削
る
）

五

日
本
工
業
規
格
Ｈ
三
一
〇
四
（
り
ん
脱
酸
銅
板
）

（
削
る
）

六

日
本
工
業
規
格
Ｈ
三
二
〇
三
（
ネ
ー
バ
ル
黄
銅
板
）

五

日
本
産
業
規
格
Ｈ
三
三
〇
〇
（
銅
及
び
銅
合
金
の
継
目
無
管
）（
り
ん
脱
酸
銅
継
目
無
管
及
び
復
水
器
用
黄

銅
継
目
無
管
に
限
る
。）

七

日
本
工
業
規
格
Ｈ
三
六
〇
三
（
り
ん
脱
酸
銅
継
目
無
管
）

（
削
る
）

八

日
本
工
業
規
格
Ｈ
三
六
三
二
（
復
水
器
用
黄
銅
継
目
無
管
）

六

日
本
産
業
規
格
Ｈ
四
〇
〇
〇
（
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
及
び
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
の
板
及
び
条
）

九

日
本
工
業
規
格
Ｈ
四
〇
〇
〇
（
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
お
よ
び
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
の
板
お
よ
び
条
）

七

日
本
産
業
規
格
Ｈ
四
〇
八
〇
（
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
及
び
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
継
目
無
管
）

十

日
本
工
業
規
格
Ｈ
四
〇
八
〇
（
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
お
よ
び
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
継
目
無
管
）

八

日
本
産
業
規
格
Ｈ
四
一
四
〇
（
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
及
び
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
鍛
造
品
）

十
一

日
本
工
業
規
格
Ｈ
四
一
四
〇
（
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
お
よ
び
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
鍛
造
品
）

九

日
本
産
業
規
格
Ｈ
五
一
二
〇
（
銅
及
び
銅
合
金
鋳
物
）（
青
銅
鋳
物
に
限
る
。）

十
二

日
本
工
業
規
格
Ｈ
五
一
一
一
（
青
銅
鋳
物
）

十

（
略
）

十
三

（
略
）

（
材
料
の
許
容
引
張
応
力
）

（
材
料
の
許
容
引
張
応
力
）

第
三
十
四
条

（
略
）

第
三
十
四
条

（
略
）

２

計
算
に
使
用
す
る
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
板
の
許
容
引
張
応
力
の
値
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
日
本
産
業
規
格

Ｇ
四
三
〇
四
（
熱
間
圧
延
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
板
及
び
鋼
帯
）
及
び
日
本
産
業
規
格
Ｇ
四
三
〇
五
（
冷
間
圧
延
ス
テ

ン
レ
ス
鋼
板
及
び
鋼
帯
）
に
定
め
る
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
板
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
値

と
す
る
。
次
の
表
の
下
欄
の
温
度
の
中
間
温
度
の
場
合
に
お
け
る
許
容
引
張
応
力
の
値
は
、
比
例
法
に
よ
り
算

定
し
た
値
と
す
る
。

２

計
算
に
使
用
す
る
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
板
の
許
容
引
張
応
力
の
値
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
日
本
産
業
規
格

Ｇ
四
三
〇
四
（
熱
間
圧
延
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
板
）
及
び
日
本
産
業
規
格
Ｇ
四
三
〇
五
（
冷
間
圧
延
ス
テ
ン
レ
ス
鋼

板
）
に
定
め
る
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
板
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
値
と
す
る
。
次
の
表
の

下
欄
の
温
度
の
中
間
温
度
の
場
合
に
お
け
る
許
容
引
張
応
力
の
値
は
、
比
例
法
に
よ
り
算
定
し
た
値
と
す
る
。

（
表
略
）

（
表
略
）

３

計
算
に
使
用
す
る
銅
及
び
銅
合
金
の
許
容
引
張
応
力
の
値
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
図
に
示
す
と
こ
ろ
に
よ
る
。

３

計
算
に
使
用
す
る
銅
及
び
銅
合
金
の
許
容
引
張
応
力
の
値
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
図
に
示
す
と
こ
ろ
に
よ
る
。
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一

銅
板
及
び
銅
合
金
板

一

銅
板
及
び
銅
合
金
板

備考 これらの図において「タフピッチ銅板Ｃ1100


」、「りん脱酸銅板Ｃ1201、Ｃ1220


」及び「ネーバル黄銅板Ｃ4621、Ｃ4640


」は、そ
れぞれ日本産業規格Ｈ3100（銅及び銅合金の板及び条）


に定めるタフピッチ銅板Ｃ1100、りん脱酸銅板Ｃ1201、Ｃ1220及びネーバル


黄銅板Ｃ4621、Ｃ4640


とする。

備考 これらの図において、「タフピッチ銅板１種


」、「りん脱酸銅板１種


」及び「ネーバル黄銅板２種


」は、それぞれ日本工業規格Ｈ


3103（タフピッチ銅板）


に定める１種、Ｈ3104（りん脱酸銅板）に定める１種及びＨ3203（ネーバル黄銅）に定める２種


とする。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



二

銅
管
及
び
銅
合
金
管

二

銅
管
及
び
銅
合
金
管

備考 これらの図において、「りん脱酸銅継目無管Ｃ1201、1220


」、「復水器用黄銅継目無管Ｃ4430


」及び「復水器用黄銅継目無管Ｃ6870、


6871、6872


」は、それぞれ日本産業規格Ｈ3300（銅及び銅合金の継目無管）に定めるりん脱酸銅継目無管Ｃ1201及びＣ1220、復水器


用黄銅継目無管Ｃ4430並びに復水器用黄銅継目無管Ｃ6870、Ｃ6871及びＣ6872


とする。

備考 これらの図において、「りん脱酸銅継目無管


」、「復水器用黄銅継目無管１種


」及び「復水器用黄銅継目無管２、３、４種


」は、そ
れぞれ日本工業規格Ｈ3603（りん脱酸銅継目無管）、Ｈ3632（復水器用黄銅継目無管）に定める１種並びにＨ3632（復水器用黄銅継


目無管）に定める２種、３種及び４種


とする。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



三

青
銅
鋳
物

三

青
銅
鋳
物

備考 この図において、「青銅鋳物２、３種」及び「青銅鋳物６種」は、それぞれ日本産業規格Ｈ5120（銅及び銅合金鋳物）


に定める青


銅鋳物


２種及び３種並びにＨ5120（銅及び銅合金鋳物）


に定める青銅鋳物


６種とする。

備考 この図において、「青銅鋳物２、３種」及び「青銅鋳物６種」は、それぞれ日本工業規格Ｈ5111（青銅鋳物）


に定める２種及び３
種並びにＨ5111（青銅鋳物）


に定める６種とする。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



４

計
算
に
使
用
す
る
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
及
び
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
の
許
容
引
張
応
力
の
値
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
図
に
示
す
と
こ
ろ
に
よ
る
。

４

計
算
に
使
用
す
る
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
及
び
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
の
許
容
引
張
応
力
の
値
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
図
に
示
す
と
こ
ろ
に
よ
る
。

備考 これらの図において、「1050板」、「1100板」及び「1200板」は、それぞれ日本産業規格


Ｈ4000（アルミニウム及び


アルミニ
ウム合金の板及び


条）に定める1050板、1100板及び1200板とする。

備考 これらの図において、「1050板」、「1100板」及び「1200板」は、それぞれ日本工業規格


Ｈ4000（アルミニウムおよび


アルミ
ニウム合金の板および


条）に定める1050板、1100板及び1200板とする。

一

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
板

一

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
板

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



二

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
板

二

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
板

備考 これらの図において、「3003板」、「3203板」、「5052板」、「5154板」及び「6061板」は、それぞれ日本産業規格


Ｈ4000（アルミニウム
及び

アルミニウム合金の板及び


条）に定める3003板、3203板、5052板、5154板及び6061板とする。

備考 これらの図において、「3003板」、「3203板」、「5052板」、「5154板」及び「6061板」は、それぞれ日本工業規格


Ｈ4000（アルミニウム
および


アルミニウム合金の板および


条）に定める3003板、3203板、5052板、5154板及び6061板とする。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



三

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
継
目
無
管

三

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
継
目
無
管

備考 これらの図において、「3003引抜管」、「3203引抜管」、「6061引抜管」及び「6063引抜管」は、それぞれ日本産業規格


Ｈ4080（アルミ
ニウム及び


アルミニウム合金継目無管）に定める3003引抜管、3203引抜管、6061引抜管及び6063引抜管とする。

備考 これらの図において、「3003引抜管」、「3203引抜管」、「6061引抜管」及び「6063引抜管」は、それぞれ日本工業規格


Ｈ4080（アルミ
ニウムおよび


アルミニウム合金継目無管）に定める3003引抜管、3203引抜管、6061引抜管及び6063引抜管とする。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



四

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
鍛
造
品

四

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
鍛
造
品

備考 これらの図において、「2014型打鍛造品」、「5083型打鍛造品、自由鍛造品」、「6061型打鍛造品」及び「6061自由鍛造品」は、それぞ
れ日本産業規格Ｈ4140（アルミニウム及びアルミニウム合金鍛造品）


に定める2014型打鍛造品、5083型打鍛造品及び自由鍛造品、
6061型打鍛造品並びに6061自由鍛造品とする。

備考 これらの図において、「2014型打鍛造品」、「5083型打鍛造品、自由鍛造品」、「6061型打鍛造品」及び「6061自由鍛造品」は、それぞ
れ日本工業規格Ｈ4140（アルミニウムおよびアルミニウム合金鍛造品）


に定める2014型打鍛造品、5083型打鍛造品及び自由鍛造品、
6061型打鍛造品並びに6061自由鍛造品とする。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



五

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
鋳
物

五

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
鋳
物

備考 この図において、「アルミニウム合金鋳物ＡＣ４Ｃ


」は、日本産業規格Ｈ5202（アルミニウム合金鋳物）に定めるＡＣ４Ｃ


とする。

備考 この図において、「アルミニウム合金鋳物４種Ｃ


」は、日本産業規格Ｈ5202（アルミニウム合金鋳物）に定める４種Ｃ


とする。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



第
三
十
四
条
の
二

前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
圧
力
容
器
構
造
規
格
（
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百

九
十
六
号
）
第
七
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
規
定
に
適
合
す
る
小
型
圧
力
容
器
（
以
下
「
特
定
規
格
適
合
小

型
圧
力
容
器
」
と
い
う
。）に
つ
い
て
は
、
材
料
（
鋳
造
品
を
除
く
。）の
許
容
引
張
応
力
の
値
は
、
次
の
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
値
と
す
る
。

（
新
設
）

区

分

許
容
引
張
応
力
の
値

一

鉄
鋼
材
料
及
び
非
鉄
金
属
材
料
（
二
の
項

か
ら
四
の
項
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。）

次
に
掲
げ
る
値
の
う
ち
最
小
の
も
の

一

常
温
に
お
け
る
引
張
強
さ
の
最
小
値
の
三
・
五

分
の
一

二

材
料
の
使
用
温
度
に
お
け
る
引
張
強
さ
の
三
・

五
分
の
一

三

常
温
に
お
け
る
降
伏
点
又
は
〇
・
二
パ
ー
セ
ン

ト
耐
力
の
最
小
値
の
一
・
五
分
の
一

四

材
料
の
使
用
温
度
に
お
け
る
降
伏
点
又
は
〇
・

二
パ
ー
セ
ン
ト
耐
力
の
一
・
五
分
の
一
（
オ
ー
ス

テ
ナ
イ
ト
系
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
鋼
材
で
あ
っ
て
、
都

道
府
県
労
働
局
長
の
認
め
た
箇
所
に
使
用
さ
れ
る

も
の
に
つ
い
て
は
、
材
料
の
使
用
温
度
に
お
け
る

〇
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
耐
力
の
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
と

す
る
こ
と
が
で
き
る
。）

二

鉄
鋼
材
料
及
び
非
鉄
金
属
材
料
の
う
ち
日

本
産
業
規
格
Ｇ
三
一
一
五
（
圧
力
容
器
用

鋼
板
）、
日
本
産
業
規
格
Ｇ
三
一
二
〇（
圧

力
容
器
用
調
質
型
マ
ン
ガ
ン
モ
リ
ブ
デ
ン

鋼
及
び
マ
ン
ガ
ン
モ
リ
ブ
デ
ン
ニ
ッ
ケ
ル

鋼
鋼
板
）、
日
本
産
業
規
格
Ｇ
三
一
二
六

（
低
温
圧
力
容
器
用
炭
素
鋼
鋼
板
）
及
び

日
本
産
業
規
格
Ｇ
三
一
二
七
（
低
温
圧
力

容
器
用
ニ
ッ
ケ
ル
鋼
鋼
板
）
に
定
め
る
鉄

鋼
材
料
並
び
に
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
機

械
的
性
質
を
有
す
る
も
の
（
四
の
項
に
掲

げ
る
も
の
を
除
く
。）

次
に
掲
げ
る
値
の
う
ち
最
小
の
も
の

一

常
温
に
お
け
る
降
伏
点
又
は
〇
・
二
パ
ー
セ
ン

ト
耐
力
の
最
小
値
の05（

16－
 ）

倍
の
値

二

材
料
の
使
用
温
度
に
お
け
る
降
伏
点
又
は
〇
・

二
パ
ー
セ
ン
ト
耐
力
の05（

16－
 ）

倍
の
値

（
こ
の
号
に
お
い
て
、

は
、
降
伏
点
又
は
〇
・

二
パ
ー
セ
ン
ト
耐
力
と
引
張
強
さ
と
の
比
を
表
す

も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

の
値
が
〇
・
七
未
満

の
場
合
に
は
、
〇
・
七
と
す
る
。）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



三

鉄
鋼
材
料
及
び
非
鉄
金
属
材
料
の
う
ち
熱

処
理
等
に
よ
り
強
度
を
高
め
た
ボ
ル
ト

（
四
の
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

一
の
項
か
ら
求
め
た
値
及
び
次
に
掲
げ
る
値
の
う
ち

最
小
の
も
の

一

常
温
に
お
け
る
引
張
強
さ
の
最
小
値
の
五
分
の

一
二

常
温
に
お
け
る
降
伏
点
又
は
〇
・
二
パ
ー
セ
ン

ト
耐
力
の
最
小
値
の
四
分
の
一

四

鉄
鋼
材
料
及
び
非
鉄
金
属
材
料
の
う
ち
材

料
の
使
用
温
度
が
当
該
材
料
の
ク
リ
ー
プ

領
域
に
あ
る
場
合

次
に
掲
げ
る
値
の
う
ち
最
小
の
も
の

一

当
該
温
度
に
お
い
て
千
時
間
に
〇
・
〇
一
パ
ー

セ
ン
ト
の
ク
リ
ー
プ
を
生
ず
る
応
力
の
平
均
値

二

当
該
温
度
に
お
い
て
十
万
時
間
で
ラ
プ
チ
ャ
を

生
ず
る
応
力
の
平
均
値
の
一
・
五
分
の
一

三

当
該
温
度
に
お
い
て
十
万
時
間
で
ラ
プ
チ
ャ
を

生
ず
る
応
力
の
最
小
値
の
一
・
二
五
分
の
一

第
三
十
四
条
の
三

第
三
十
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
規
格
適
合
小
型
圧
力
容
器
に
つ
い
て
は
、
鋳
造

品
の
許
容
引
張
応
力
の
値
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
値

と
す
る
。

（
新
設
）

区

分

許
容
引
張
応
力
の
値

一

鋳
鉄
品
の
う
ち
日
本
産
業
規
格
Ｇ
五
五
〇

二
（
球
状
黒
鉛
鋳
鉄
品
）
の
Ｆ
Ｃ
Ｄ
四
〇

〇
及
び
Ｆ
Ｃ
Ｄ
四
五
〇
並
び
に
日
本
産
業

規
格
Ｇ
五
七
〇
五
（
可
鍛
鋳
鉄
品
）
に
定

め
る
黒
心
可
鍛
鋳
鉄
品
並
び
に
こ
れ
ら
と

同
等
以
上
の
機
械
的
性
質
を
有
す
る
も
の

材
料
の
使
用
温
度
に
お
け
る
引
張
強
さ
の
六
・
二
五

分
の
一

二

一
の
項
以
外
の
鋳
鉄
品

材
料
の
使
用
温
度
に
お
け
る
引
張
強
さ
の
十
分
の
一

三

鋳
鋼
品
の
う
ち
日
本
産
業
規
格
Ｇ
五
一
〇

一
（
炭
素
鋼
鋳
鋼
品
）
で
あ
っ
て
、
次
項

の
表
に
掲
げ
る
化
学
成
分
の
含
有
量
が
同

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
鋳
鋼
品
の
種
類
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値

以
下
で
あ
る
鋳
鋼
品
、
日
本
産
業
規
格
Ｇ

五
一
〇
二
（
溶
接
構
造
用
鋳
鋼
品
）、
日

本
産
業
規
格
Ｇ
五
一
二
一
（
ス
テ
ン
レ
ス

鋼
鋳
鋼
品
）、
日
本
産
業
規
格
Ｇ
五
一
五

〇
・
八
（
都
道
府
県
労
働
局
長
が
定
め
る
検
査
に
合

格
し
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
検
査
の
種
類
及
び

方
法
に
応
じ
、
〇
・
九
又
は
一
・
〇
）
を
前
条
の
表

一
の
項
又
は
四
の
項
の
規
定
か
ら
求
め
た
値
に
乗
じ

て
得
た
値

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



四

三
の
項
以
外
の
鋳
鋼
品

〇
・
六
七
を
前
条
の
表
一
の
項
又
は
四
の
項
の
規
定

か
ら
求
め
た
値
に
乗
じ
て
得
た
値

五

非
鉄
金
属
鋳
造
品

〇
・
八
を
前
条
の
表
一
の
項
の
規
定
か
ら
求
め
た
値

に
乗
じ
て
得
た
値

一
（
高
温
高
圧
用
鋳
鋼
品
）
及
び
日
本
産

業
規
格
Ｇ
五
一
五
二
（
低
温
高
圧
用
鋳
鋼

品
）
並
び
に
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
機
械

的
性
質
を
有
す
る
も
の

２

前
項
の
表
三
の
項
の
鋳
鋼
品
の
種
類
及
び
化
学
成
分
の
含
有
量
の
値
は
次
の
表
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

鋳
鋼
品
の
種
類

化
学
成
分

炭
素

マ
ン
ガ

ン

り
ん

硫
黄

け
い
素

ニ
ッ
ケ

ル

ク
ロ
ム

銅

Ｓ
Ｃ
三
六
〇
及
び
Ｓ

Ｃ
四
一
〇

〇
・
二

五

〇
・
七

〇

〇
・
〇

四

〇
・
〇

四

〇
・
六

〇

〇
・
五

〇

〇
・
五

〇

〇
・
五

〇

Ｓ
Ｃ
四
五
〇
及
び
Ｓ

Ｃ
四
八
〇

〇
・
三

五

〇
・
七

〇

〇
・
〇

四

〇
・
〇

四

〇
・
六

〇

〇
・
五

〇

〇
・
五

〇

〇
・
五

〇

備
考一

各
成
分
の
単
位
は
、
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

二

炭
素
の
含
有
量
の
値
が
表
中
の
値
よ
り
〇
・
〇
一
減
少
す
る
ご
と
に
マ
ン
ガ
ン
の
含
有
量
を
表
中

の
値
よ
り
〇
・
〇
四
増
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
マ
ン
ガ
ン
の
含
有
量
の
値
は
、
一
・
一

〇
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

三

ニ
ッ
ケ
ル
、
ク
ロ
ム
及
び
銅
の
含
有
量
の
合
計
の
値
は
、
一
・
〇
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

（
外
面
に
圧
力
を
受
け
る
板
の
最
小
厚
さ
）

（
外
面
に
圧
力
を
受
け
る
板
の
最
小
厚
さ
）

（
略
）

（
略
）

第
三
十
六
条

外
面
に
圧
力
を
受
け
る
胴
等
の
板
の
厚
さ
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
各
号
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
値
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
六
条

外
面
に
圧
力
を
受
け
る
胴
等
の
板
の
厚
さ
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
各
号
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
値
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

球
体

二

球
体

t ＝
P
R

B
C
＋


t ＝
P
R

B
C
＋


こ
の
式
に
お
い
て
、
R
は
、
球
体
の
外
半
径
（
単
位

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
を
表
す
も
の
と
す
る
。

こ
の
式
に
お
い
て
、
R
は
、
球
体
の
外
半
径
（
単
位

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
を
表
す
も
の
と
す
る
。
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 炭素鋼（降伏点206Ｎ／以上265Ｎ／以下）
日本産業規格Ｇ4304（熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯


）及びＧ4305（冷間圧延ステンレ

ス鋼板及び鋼帯


）に定めるＳＵＳ405及びＳＵＳ410

 炭素鋼（降伏点206Ｎ／以上265Ｎ／以下）
日本産業規格Ｇ4304（熱間圧延ステンレス鋼板）及びＧ4305（冷間圧延ステンレス鋼板）
に定めるＳＵＳ405及びＳＵＳ410

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



 日本産業規格Ｇ4304（熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯


）及びＧ4305（冷間圧延ステンレス
鋼板及び鋼帯


）に定めるＳＵＳ304

 日本産業規格Ｇ4304（熱間圧延ステンレス鋼板）及びＧ4305（冷間圧延ステンレス鋼板）に
定めるＳＵＳ304

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



 日本産業規格Ｇ4304（熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯


）及びＧ4305（冷間圧延ステンレス
鋼板及び鋼帯


）に定めるＳＵＳ304Ｌ

 日本産業規格Ｇ4304（熱間圧延ステンレス鋼板）及びＧ4305（冷間圧延ステンレス鋼板）に
定めるＳＵＳ304Ｌ

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



 日本産業規格Ｇ4304（熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯


）及びＧ4305（冷間圧延ステンレス
鋼板及び鋼帯


）に定めるＳＵＳ309Ｓ、ＳＵＳ310Ｓ、ＳＵＳ316Ｌ、ＳＵＳ321及びＳＵＳ347

 日本産業規格Ｇ4304（熱間圧延ステンレス鋼板）及びＧ4305（冷間圧延ステンレス鋼板）に
定めるＳＵＳ309Ｓ、ＳＵＳ310Ｓ、ＳＵＳ316Ｌ、ＳＵＳ321及びＳＵＳ347

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



第
三
十
八
条
の
二

前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
規
格
適
合
小
型
圧
力
容
器
は
、
そ
の
種
類
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
圧
力
に
よ
り
水
圧
試
験
を
行
っ
て
異
状
の
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

一

鋼
製
又
は
非
鉄
金
属
製
の
特
定
規
格
適
合
小
型
圧
力
容
器

最
高
使
用
圧
力
の
一
・
三
倍
の
圧
力
に
第
五

項
に
よ
る
温
度
補
正
を
行
っ
た
圧
力

二

最
高
使
用
圧
力
が
〇
・
一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
の
鋳
鉄
製
の
特
定
規
格
適
合
小
型
圧
力
容
器

〇
・
二
メ

ガ
パ
ス
カ
ル

三

最
高
使
用
圧
力
が
〇
・
一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
を
超
え
る
鋳
鉄
製
の
特
定
規
格
適
合
小
型
圧
力
容
器

最
高
使

用
圧
力
の
二
倍
の
圧
力

四

ほ
う
ろ
う
引
き
又
は
ガ
ラ
ス
ラ
イ
ニ
ン
グ
の
特
定
規
格
適
合
小
型
圧
力
容
器

ほ
う
ろ
う
引
き
又
は
ガ
ラ

ス
ラ
イ
ニ
ン
グ
施
工
前
に
あ
っ
て
は
前
三
号
に
掲
げ
る
圧
力
、
ほ
う
ろ
う
引
き
又
は
ガ
ラ
ス
ラ
イ
ニ
ン
グ
施

工
後
に
あ
っ
て
は
最
高
使
用
圧
力

２

メ
ッ
キ
を
行
う
特
定
規
格
適
合
小
型
圧
力
容
器
の
水
圧
試
験
は
、
メ
ッ
キ
を
行
っ
た
後
に
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

３

大
型
の
特
定
規
格
適
合
小
型
圧
力
容
器
そ
の
他
そ
の
構
造
が
水
を
満
た
す
の
に
適
さ
な
い
特
定
規
格
適
合
小

型
圧
力
容
器
は
、
水
圧
試
験
に
代
え
て
気
圧
試
験
を
行
い
異
状
の
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
試
験
圧
力
は
、
最
高
使
用
圧
力
の
一
・
一
倍
の
圧
力
に
第
五
項
に
よ
る
温
度
補
正
を
行
っ
た
圧

力
と
す
る
。

４

前
項
の
気
圧
試
験
は
、
最
高
使
用
圧
力
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
圧
力
ま
で
圧
力
を
上
げ
、
そ
れ
以
降
最
高
使

用
圧
力
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
圧
力
ず
つ
段
階
的
に
圧
力
を
上
げ
て
試
験
圧
力
に
達
し
た
後
、
再
び
最
高
使
用
圧

力
ま
で
圧
力
を
下
げ
て
、
こ
の
圧
力
に
お
い
て
異
状
の
有
無
を
調
べ
る
も
の
と
す
る
。

５

特
定
規
格
適
合
小
型
圧
力
容
器
の
水
圧
試
験
又
は
気
圧
試
験
の
圧
力
の
温
度
補
正
は
、
次
の
算
式
に
よ
り
行

う
も
の
と
す
る
。

こ
の
式
に
お
い
て
、
Pa
、
P
、
n
及
び
a
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

Pa

補
正
さ
れ
た
水
圧
試
験
圧
力
又
は
気
圧
試
験
圧
力
（
単
位

メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）

P

補
正
前
の
水
圧
試
験
圧
力
又
は
気
圧
試
験
圧
力
（
単
位

メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）

n

水
圧
試
験
又
は
気
圧
試
験
を
行
う
と
き
の
温
度
に
お
け
る
材
料
の
許
容
引
張
応
力
（
単
位

ニ
ュ
ー
ト
ン
毎
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

P
a ＝
P ×






n


a 

a

使
用
温
度
に
お
け
る
材
料
の
許
容
引
張
応
力
（
単
位

ニ
ュ
ー
ト
ン
毎
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

（
準
用
）

（
準
用
）

第
四
十
一
条

第
四
条
か
ら
第
七
条
ま
で
、
第
九
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
、
第
十
七
条
、
第
十
八
条
、
第
十
九
条

第
一
項
、
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
及
び
第
二
十
六
条
の
規
定
は
、
小
型
圧
力
容
器
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
条
中
「
P

使
用
す
る
最
高
圧
力
（
以
下
「
最
高
圧
力
」
と
い
う
。）」
と
あ

る
の
は
「
P

最
高
圧
力
」
と
、
同
条
、
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
及
び
第
十
二
条
第
一
項
中
「


腐
れ
し

ろ
（
単
位

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
で
一
以
上
と
す
る
。」と
あ
る
の
は
「


腐
れ
し
ろ（
単
位

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

で
一
以
上
と
す
る
。
た
だ
し
、
腐
食
が
予
想
さ
れ
な
い
材
料
に
あ
つ
て
は
、
零
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」と
、

第
十
条
中
「
第
二
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
条
」
と
、
第
十
七
条
第

一
項
中
「
第
四
条
、
第
六
条
、
第
七
条
、
第
十
二
条
、
第
十
五
条
又
は
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
一
条
に

第
四
十
一
条

第
四
条
か
ら
第
七
条
ま
で
、
第
九
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
、
第
十
七
条
、
第
十
八
条
、
第
十
九
条

第
一
項
、
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
、
第
二
十
六
条
及
び
第
三
十
二
条
の
規
定
は
、
小
型
圧
力
容
器
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
条
中
「
P

使
用
す
る
最
高
圧
力
（
以
下
「
最
高
圧
力
」
と

い
う
。）」
と
あ
る
の
は
「
P

最
高
圧
力
」
と
、
同
条
、
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
及
び
第
十
二
条
第
一
項
中

「


腐
れ
し
ろ
（
単
位

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
で
一
以
上
と
す
る
。」と
あ
る
の
は
「


腐
れ
し
ろ
（
単
位

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
で
一
以
上
と
す
る
。
た
だ
し
、
腐
食
が
予
想
さ
れ
な
い
材
料
に
あ
つ
て
は
、
零
と
す
る
こ
と

が
で
き
る
。」と
、
第
十
条
中
「
第
二
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
条
」

と
、
第
十
七
条
第
一
項
中
「
第
四
条
、
第
六
条
、
第
七
条
、
第
十
二
条
、
第
十
五
条
又
は
前
条
」
と
あ
る
の
は

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



（
適
用
除
外
）

第
四
十
二
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
小
型
圧
力
容
器
で
前
条
に
お
い
て
準
用
す
る
規
定
（
第
二
十
六
条
を
除
く
。）

及
び
第
三
十
三
条
か
ら
第
三
十
九
条
ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
困
難
な
も
の
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省

労
働
基
準
局
長
が
当
該
規
定
に
適
合
す
る
も
の
と
同
等
以
上
の
性
能
が
あ
る
と
認
め
た
場
合
に
は
、
こ
の
告
示

の
関
係
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
新
設
）

一

輸
入
し
た
小
型
圧
力
容
器

二

特
殊
な
材
料
を
用
い
る
小
型
圧
力
容
器

三

特
殊
な
形
状
の
小
型
圧
力
容
器

四

特
殊
な
工
作
に
よ
る
小
型
圧
力
容
器

お
い
て
準
用
す
る
第
四
条
、
第
六
条
、
第
七
条
又
は
第
十
二
条
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
条
第
三
号
、
第

四
条
、
第
六
条
、
第
七
条
、
第
十
二
条
、
第
十
五
条
及
び
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
一
条
に
お
い
て
準
用

す
る
第
四
条
、
第
六
条
、
第
七
条
及
び
第
十
二
条
並
び
に
第
三
十
五
条
第
五
号
」と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

「
第
四
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
条
、
第
六
条
、
第
七
条
又
は
第
十
二
条
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第

三
条
第
三
号
、
第
四
条
、
第
六
条
、
第
七
条
、
第
十
二
条
、
第
十
五
条
及
び
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
一

条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
条
、
第
六
条
、
第
七
条
及
び
第
十
二
条
並
び
に
第
三
十
五
条
第
五
号
」
と
、
第
三

十
二
条
中
「
前
四
節
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
条
か
ら
第
七
条
ま
で
、
第
九
条

か
ら
第
十
四
条
ま
で
、
第
十
七
条
、
第
十
八
条
、
第
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
並

び
に
第
三
十
三
条
か
ら
第
三
十
九
条
ま
で
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
簡
易
ボ
イ
ラ
ー
等
構
造
規
格
の
一
部
改
正
）

第
四
条

簡
易
ボ
イ
ラ
ー
等
構
造
規
格
（
昭
和
五
十
年
労
働
省
告
示
第
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
適
用
除
外
）

第
七
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
簡
易
ボ
イ
ラ
ー
で
第
一
条
及
び
第
三
条
か
ら
第
四
条
の
三
ま
で
の
規
定
を
適
用
す

る
こ
と
が
困
難
な
も
の
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
長
が
当
該
規
定
に
適
合
す
る
も
の
と
同
等
以
上

の
性
能
が
あ
る
と
認
め
た
場
合
に
は
、
こ
の
告
示
の
関
係
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
新
設
）

一

輸
入
し
た
簡
易
ボ
イ
ラ
ー

二

特
殊
な
材
料
を
用
い
る
簡
易
ボ
イ
ラ
ー

三

特
殊
な
形
状
の
簡
易
ボ
イ
ラ
ー

四

特
殊
な
工
作
に
よ
る
簡
易
ボ
イ
ラ
ー

２

次
の
各
号
に
掲
げ
る
容
器
で
第
二
条
、
第
三
条
及
び
第
五
条
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
困
難
な
も
の
に
つ

い
て
、
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
長
が
当
該
規
定
に
適
合
す
る
も
の
と
同
等
以
上
の
性
能
が
あ
る
と
認
め
た
場

合
に
は
、
こ
の
告
示
の
関
係
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

一

輸
入
し
た
容
器

二

特
殊
な
材
料
を
用
い
る
容
器

三

特
殊
な
形
状
の
容
器

四

特
殊
な
工
作
に
よ
る
容
器
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（
適
用
期
日
）

１

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
告
示
の
適
用
の
日
に
お
い
て
、
現
に
製
造
し
て
い
る
ボ
イ
ラ
ー
、
第
一
種
圧
力
容
器
若
し
く
は
第
二
種
圧
力
容
器
又
は
現
に
存
す
る
ボ
イ
ラ
ー
、
第
一
種
圧
力
容
器
若
し
く
は
第
二
種
圧
力
容
器
の
規
格
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
中
ボ

イ
ラ
ー
構
造
規
格
第
二
条
の
改
正
規
定
（
同
条
の
表
中
日
本
産
業
規
格
Ｇ
四
三
〇
三
（
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
棒
）、
日
本
産
業
規
格
Ｇ
四
三
〇
四
（
熱
間
圧
延
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
板
及
び
鋼
帯
）
及
び
日
本
産
業
規
格
Ｇ
四
三
〇
五
（
冷
間
圧
延
ス
テ

ン
レ
ス
鋼
板
及
び
鋼
帯
）
並
び
に
こ
れ
ら
と
同
等
以
下
の
機
械
的
性
質
を
有
す
る
も
の
の
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。）、
同
告
示
第
四
十
六
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
同
告
示
第
六
十
九
条
及
び
第
七
十
八
条
の
改
正
規
定
並

び
に
第
二
条
中
圧
力
容
器
構
造
規
格
第
六
条
、
第
十
条
及
び
第
四
十
七
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
告
示
第
四
十
三
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
同
告
示
第
六
十
三
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
（
水
圧
試
験
又
は
気
圧
試

験
の
圧
力
の
温
度
補
正
に
係
る
部
分
に
限
る
。）に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

前
項
の
規
定
は
、
同
項
に
規
定
す
る
ボ
イ
ラ
ー
、
第
一
種
圧
力
容
器
若
し
く
は
第
二
種
圧
力
容
器
又
は
そ
の
部
分
が
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
ボ
イ
ラ
ー
構
造
規
格
又
は
圧
力
容
器
構
造
規
格
に
適
合
す
る
に
至
っ
た
後
に
お
け
る
当
該

ボ
イ
ラ
ー
、
第
一
種
圧
力
容
器
若
し
く
は
第
二
種
圧
力
容
器
又
は
そ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
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